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は
じ
め
に

❶
鎌
倉
時
代
の
地
頭
請
所
関
係
事
例
の
概
要

❷
東
国
に
お
け
る
地
頭
請
所
の
展
開
と
荘
園
制

❸
寛
喜
の
飢
饉
と
鎌
倉
幕
府
の
地
頭
請
所
政
策

❹
鎌
倉
中
後
期
に
お
け
る
地
頭
請
所
保
護
政
策
の
展
開

❺
鎌
倉
末
期
に
お
け
る
地
頭
請
所
保
護
政
策

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
鎌
倉
幕
府
の
地
頭
請
所
政
策
の
展
開
を
荘
園
制
と
関
連
づ
け
て
通
時
的
に
検
討
す　

る
。
地
頭
請
所
と
は
、
鎌
倉
幕
府
に
補
任
さ
れ
た
地
頭
が
一
定
額
の
年
貢
上
納
を
請
け
負
い
、
上
級

領
主
か
ら
現
地
支
配
の
委
任
を
受
け
る
所
領
支
配
・
年
貢
上
納
の
形
態
で
あ
る
。

　

鎌
倉
初
期
に
お
け
る
幕
府
の
地
頭
請
所
政
策
は
、
治
承
・
寿
永
内
乱
（
お
よ
び
鎌
倉
初
期
の
政
争
）

か
ら
の
地
域
復
興
と
荘
園
制
の
再
建
事
業
の
一
環
と
し
て
展
開
し
た
。
す
な
わ
ち
鎌
倉
幕
府
が
特
殊

な
支
配
権
を
得
た
東
日
本
に
お
い
て
、
地
頭
に
よ
る
荒
野
開
発
（
お
よ
び
再
開
発
）
が
政
策
と
し
て

展
開
し
、
そ
の
一
環
と
し
て
地
頭
請
所
も
こ
れ
ら
の
地
域
に
多
く
設
定
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
そ
し
て
、
都
市
領
主
た
ち
も
、
地
頭
請
所
が
荘
園
制
の
再
建
に
つ
な
が
る
こ
と
を
察
知
し
、
地

頭
た
ち
と
私
的
に
請
所
契
約
を
結
ん
だ
こ
と
を
論
じ
た
。

　

鎌
倉
幕
府
の
地
頭
請
所
政
策
が
展
開
し
た
次
の
段
階
は
、
寛
喜
の
飢
饉
の
影
響
下
に
あ
っ
た

1

2

3

0

年
代
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
地
頭
・
地
頭
代
に
年
貢
上
納
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
で
、

寛
喜
の
飢
饉
と
い
う
大
災
害
か
ら
地
域
と
年
貢
を
回
復
さ
せ
る
幕
府
の
政
策
が
、
直
轄
領
・
北
条
氏

所
領
に
お
け
る
請
所
の
展
開
と
い
う
か
た
ち
で
現
れ
た
。
さ
ら
に
、
13
世
紀
後
期
、
幕
府
は
、
20
箇

年
の
知
行
年
紀
法
と
「
寛
喜
以
後
」
に
成
立
し
た
請
所
を
保
護
す
る
幕
府
法
に
よ
っ
て
、
地
頭
請
所

を
広
く
保
護
す
る
政
策
を
と
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
幕
府
の
一
連
の
政
策

は
、
地
頭
請
所
の
設
定
に
よ
る
直
轄
領
・
北
条
氏
所
領
に
お
け
る
民
衆
救
済
・
年
貢
の
維
持
政
策
を
、

他
の
都
市
領
主
の
所
領
に
ま
で
及
ぼ
す
こ
と
で
荘
園
制
全
体
の
維
持
を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

論
じ
た
。

　

13
世
紀
最
末
期
以
降
の
鎌
倉
幕
府
は
、
関
東
口
入
請
所
以
外
の
地
頭
請
所
保
護
政
策
を
後
退
さ
せ

る
が
、
私
請
所
に
つ
い
て
も
無
前
提
に
保
護
政
策
を
後
退
さ
せ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、

関
東
御
領
に
お
い
て
は
、民
衆
救
済
を
と
も
な
う
地
頭
請
所
の
設
定
が
継
続
さ
れ
た
。
鎌
倉
幕
府
は
、

一
貫
し
て
荘
園
制
を
維
持
す
る
媒
介
と
し
て
地
頭
請
所
を
位
置
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
地
頭
請
所
、
内
乱
、
飢
饉
、
民
衆
救
済
、
荘
園
制
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つ
い
で
地
頭
請
所
の
研
究
が
進
展
し
た
の
は
一
九
八
〇
年
代
で
あ
る
。
佐
々
木
銀

弥
氏
は
、
自
身
の
研
究
を
再
検
討
し
、
鎌
倉
幕
府
の
地
頭
請
所
政
策
を
御
家
人
所
領

政
策
の
一
環
と
し
て
検
討
し
た
。
佐
々
木
氏
は
、
さ
き
に
示
し
た
地
頭
請
所
の
分
類

を
見
直
し
、
A
武
家
口
入
型
請
所
・
B
私
契
約
型
請
所
（
ⅰ
寄
進
系
荘
園
の
荘
官

職
か
ら
の
転
化
と
推
定
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
請
所
、
ⅱ
私
契
約
に
基
づ
い
て
成
立
し

た
請
所
、
ⅲ
鎌
倉
幕
府
の
裁
決
に
よ
っ
て
請
所
た
る
こ
と
を
保
証
・
安
堵
さ
れ
た

請
所
）
と
い
う
四
分
類
を
あ
ら
た
め
て
提
示
し
た
。
そ
し
て
、
一
三
世
紀
中
葉
か
ら

八
〇
年
代
に
は
地
頭
請
所
の
保
護
政
策
を
と
っ
て
い
た
鎌
倉
幕
府
が
、
得
宗
専
制
政

治
の
進
展
や
そ
の
も
と
で
の
幕
府
と
王
朝
の
妥
協
に
よ
っ
て
そ
の
政
策
を
後
退
さ
せ

る
、
と
い
う
流
れ
を
示
し
た
（
（
（

。

　

ま
た
、
島
田
次
郎
氏
は
、
在
地
領
主
制
の
進
展
と
そ
れ
に
対
応
す
る
武
家
政
権　

（
鎌
倉
幕
府
・
室
町
幕
府
）
の
関
係
を
、
請
所
と
下
地
分
割
の
事
例
収
集
・
分
析
を

通
し
て
検
討
し
た
。
島
田
氏
の
研
究
は
、
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
地
頭
請
所
の
事
例
収

集
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
事
例
収
集
を
通
し
て
、
地
頭
請
所
が
東

国
地
方
（
畿
内
よ
り
東
）
に
顕
著
に
多
い
と
い
う
傾
向
が
確
か
め
ら
れ
た
（
（
（

。

　

さ
ら
に
、
高
橋
裕
次
氏
は
、
地
頭
請
所
そ
の
も
の
を
対
象
と
は
し
て
い
な
い
が
、

そ
れ
と
深
く
関
わ
る
成
果
を
提
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
高
橋
氏
は
、
寿
永
二
年
十
月

宣
旨
に
よ
っ
て
鎌
倉
幕
府
権
力
が
東
国
支
配
権
を
得
た
結
果
と
し
て
、
幕
府
権
力
に

よ
る
東
国
荘
園
・
公
領
の
請
負
が
展
開
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
成
果
は
、
地
頭
領
主
制
進
展
の
拠
点
と
い
う
古
典
的
理
解
と
は
異
な
る
地
頭
請
所

の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
実
証
的
手
が
か
り
を
提
供
し
た
と
い
え
る
（
（
（

。

　

佐
々
木
氏
・
島
田
氏
の
研
究
以
降
、
地
頭
請
所
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
研
究

は
、
一
段
落
し
た
観
が
あ
る
。
だ
が
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
鎌
倉
幕
府
の
国
制
的

地
位
や
そ
の
変
遷
、
あ
る
い
は
中
世
前
期
の
支
配
シ
ス
テ
ム
の
一
環
と
し
て
地
頭
請

所
を
関
連
づ
け
る
研
究
が
展
開
す
る
。
稲
葉
伸
道
氏
は
、
公
武
の
国
衙
興
行
政
策
の

展
開
を
論
じ
る
な
か
で
、
鎌
倉
末
期
に
幕
府
が
国
衙
領
地
頭
請
所
の
保
護
を
抑
制
し

た
こ
と
を
指
摘
し
た
（
（1
（

。
高
橋
一
樹
氏
は
、
院
御
願
寺
の
財
政
基
盤
と
し
て
地
頭
請
所

は
じ
め
に

　

請
所
と
は
、
上
級
領
主
か
ら
一
定
額
の
年
貢
納
入
な
ど
の
所
務
を
請
け
負
い
、
現

地
支
配
の
委
任
を
受
け
る
所
領
支
配
・
年
貢
上
納
の
形
態
で
あ
る
。
請
所
に
関
す
る

研
究
は
、
八
代
國
治
氏
・
三
浦
周
行
氏
・
船
越
康
寿
氏
に
よ
っ
て
検
討
の
先
鞭
が
つ

け
ら
れ
た
（
1
（

。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
研
究
を
ふ
ま
え
。
一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
四
〇

年
代
に
か
け
て
、
荘
園
制
と
地
頭
請
所
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
み
、
請
所
の

確
保
が
、
地
頭
の
荘
園
支
配
（
侵
略
）
に
大
き
な
役
割
を
持
っ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ

た
（
2
（

。
今
井
林
太
郎
氏
・
小
野
武
夫
氏
の
研
究
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
、
戦
前

に
お
け
る
地
頭
請
所
研
究
の
水
準
を
示
し
て
い
る
（
3
（

。

　

地
頭
請
所
を
地
頭
に
よ
る
荘
園
侵
略
の
拠
り
所
と
す
る
理
解
に
疑
義
が
呈
さ
れ
た

の
が
一
九
五
〇
～
七
〇
年
代
で
あ
る
。
佐
々
木
銀
弥
氏
は
、
地
頭
請
所
の
事
例
を
収

集
し
、
さ
ら
に
武
家
口
入
型
（
鎌
倉
幕
府
の
口
入
に
よ
っ
て
成
立
し
た
請
所
）・
寄

進
型
（
寄
進
地
系
荘
園
の
在
地
領
主
の
権
益
に
系
譜
を
引
く
請
所
）・
私
契
約
型
（
荘

園
領
主
と
地
頭
の
私
契
約
に
よ
っ
て
成
立
し
た
請
所
）・
和
与
型
（
荘
園
領
主
と
地

頭
の
相
論
を
解
決
す
る
和
与
に
基
づ
い
て
成
立
あ
る
い
は
確
認
さ
れ
た
請
所
）
に
分

類
し
た
。
そ
し
て
、
武
家
口
入
型
・
寄
進
型
の
請
所
が
鎌
倉
初
期
、
東
国
・
北
陸
な

ど
に
多
く
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
、
私
請
所
型
が
鎌
倉
前
・
中
期
の
西
国
に
多
く
見
い

だ
さ
れ
る
こ
と
、
和
与
型
が
永
仁
年
間
以
降
の
中
国
地
方
で
多
く
見
い
だ
さ
れ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
佐
々
木
氏
は
こ
れ
ら
の
知
見
を
踏
ま
え
、
請
所
獲
得
が
地
頭

の
領
主
制
形
成
を
促
す
一
面
を
認
め
つ
つ
、
そ
れ
が
地
頭
に
よ
る
荘
園
侵
略
の
拠
り

所
と
な
っ
た
と
す
る
通
説
的
イ
メ
ー
ジ
を
相
対
化
し
た
（
（
（

。
ま
た
、
安
田
元
久
氏
も
、

地
頭
の
荘
園
侵
略
が
、
多
く
の
場
合
、
地
頭
請
所
や
下
地
中
分
と
は
無
関
係
に
進
む

こ
と
を
主
張
し
た
（
（
（

。
さ
ら
に
、
小
泉
宜
右
氏
は
、
地
頭
請
所
が
荘
民
の
一
定
の
支
持

を
得
て
展
開
し
た
事
例
を
示
し
た
（
（
（

。
小
泉
氏
の
研
究
は
、
地
頭
請
所
に
お
け
る
民
衆

の
主
体
性
に
着
目
す
る
研
究
動
向
の
端
緒
と
い
え
よ
う
。
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が
機
能
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
「
関
東
御
口
入
請
所
」
を
と
も
な
う
幕
府
直
轄
領
の
支

配
シ
ス
テ
ム
を
核
と
し
て
、
私
請
所
や
御
家
人
領
一
般
に
荘
園
所
務
機
能
が
拡
大
し

て
い
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
（
（（
（

。
さ
ら
に
井
原
今
朝
男
氏
は
、
年
貢
代
納
制
の
一
環
と
し

て
地
頭
請
所
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
井
原
氏
の
所
説
は
、
幕
府
に
よ
る
地
頭
へ
の
恩

典
と
し
て
地
頭
請
所
を
把
握
す
る
通
説
的
な
理
解
と
異
な
り
、
年
貢
代
納
に
責
任
を

負
い
、
失
敗
し
た
場
合
は
没
落
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
地
頭
請
所
の
シ
ビ
ア
な
側
面

を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
（
（1
（

。

　

ま
た
、
紀
伊
国
南
部
荘
の
関
係
史
料
が
多
く
発
見
さ
れ
、
同
荘
の
現
地
調
査
・
関

係
史
料
分
析
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
頭
請
所
の
も
と
で
の
百
姓
の
主
体
的
な

動
向
や
生
業
、
地
頭
の
荘
園
経
営
の
進
展
な
ど
が
具
体
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
（1
（

。

　

以
上
、
地
頭
請
所
に
関
す
る
研
究
史
を
概
観
し
て
き
た
。
本
稿
は
、
佐
々
木
銀
弥

氏
・
島
田
次
郎
氏
の
研
究
成
果
を
、
近
年
の
荘
園
制
研
究
・
鎌
倉
幕
府
研
究
・
税
制

史
研
究
な
ど
の
達
成
を
ふ
ま
え
て
批
判
的
に
継
承
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
。
す
な
わ
ち
、

地
頭
請
所
に
関
わ
る
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
、
鎌
倉
幕
府
の
地

頭
請
所
政
策
と
荘
園
制
（
（1
（

の
関
係
を
時
系
列
的
に
復
元
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

❶
鎌
倉
時
代
の
地
頭
請
所
関
係
事
例
の
概
要

　

ま
ず
議
論
の
前
提
と
し
て
、
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
地
頭
請
所
お
よ
び
そ
れ
に
準
じ

る
事
例
一
一
四
例
を
収
集
し
た
「
表　

鎌
倉
時
代
の
地
頭
請
所
関
係
事
例
」
を
作
成

し
、
論
文
の
末
尾
に
付
し
た
。
こ
の
表
は
、
管
見
に
入
っ
た
地
頭
請
所
と
確
定
で
き

る
事
例
、
地
頭
請
所
の
可
能
性
が
高
い
事
例
を
網
羅
し
た
も
の
で
あ
る
。
御
家
人
が

正
地
頭
の
所
務
を
代
官
な
ど
の
立
場
で
請
負
っ
た
事
例
、
幕
府
口
入
の
下
司
な
ど
の

事
例
を
参
考
事
例
と
し
て
加
え
て
い
る
（
（1
（

。
各
所
領
の
荘
園
領
主
・
地
頭
は
時
期
的
な

変
遷
が
あ
り
、
史
料
的
な
制
約
か
ら
不
明
な
場
合
も
あ
る
が
、
管
見
に
入
っ
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
欄
に
記
載
し
て
い
る
。

　

つ
い
で
請
所
の
区
分
に
つ
い
て
述
べ
る
。
鎌
倉
幕
府
の
口
入
に
よ
っ
て
成
立
し
た

請
所
と
判
断
で
き
る
場
合
は
「
関
東
口
入
請
所
」、
荘
園
領
主
と
地
頭
（
あ
る
い
は

御
家
人
）
の
私
契
約
に
よ
っ
て
成
立
し
た
請
所
と
判
断
で
き
る
場
合
は
「
私
請
所
（
（1
（

」、

私
請
所
の
な
か
で
も
和
与
の
結
果
成
立
し
た
請
所
と
判
断
で
き
る
場
合
は
「
私
請
所

（
和
与
）」、
和
与
を
追
認
す
る
鎌
倉
幕
府
の
裁
許
が
出
さ
れ
た
請
所
と
判
断
で
き
る

場
合
は
「
和
与
裁
許
」
と
し
て
「
請
所
区
分
」
の
欄
に
示
し
た
。
区
分
が
不
明
な
場

合
は
当
該
欄
を
空
欄
に
し
て
い
る
。　

　

所
領
の
地
域
区
分
に
つ
い
て
は
、
文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）
七
月
に
出
さ
れ
た
、

尾
張
・
加
賀
以
西
を
六
波
羅
探
題
の
裁
判
管
轄
と
す
る
幕
府
法
（『
中
世
法
制
史
料

集　

第
一
巻
鎌
倉
幕
府
法
』
第
二
部
「
追
加
法
」
八
四
条
）
に
基
本
的
に
則
っ
て
、

上
記
の
地
域
（
尾
張
〈
の
ち
三
河
〉・
美
濃
・
加
賀
）
以
西
を
「
西
国
」、
三
河
（
の

ち
遠
江
）・
信
濃
・
飛
騨
・
越
中
・
能
登
以
東
を
「
東
国
」
と
し
た
（
（1
（

。
ま
た
、
九
州

に
対
す
る
幕
府
支
配
の
特
殊
性
（
（1
（

を
ふ
ま
え
て
、
九
州
の
事
例
を
「
鎮
西
」
と
し
、

「
東
国
」・「
西
国
」・「
鎮
西
」
の
別
を
「
地
域
区
分
」
の
欄
に
記
載
し
た
。
な
お
、

「
東
国
」・「
西
国
」・「
鎮
西
」
を
問
わ
な
い
普
遍
性
を
持
つ
幕
府
法
な
ど
の
場
合
、

当
該
欄
に
「
諸
国
」
と
記
入
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
上
記
の
情
報
を
持
つ
各
所
領
を
、
請
所
成
立
の
年
代
順
（
推
定
を
含
む
）

に
配
列
し
て
整
理
番
号
を
付
し
た
。
以
後
、
表
に
提
示
し
た
事
例
は
、「
表
№
数
字
」

と
い
う
か
た
ち
で
表
記
す
る
。

　

以
上
の
前
提
を
ふ
ま
え
て
、
こ
の
表
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
く
。
全

一
一
四
例
の
う
ち
、「
東
国
」
の
事
例
は
五
三
例
（
う
ち
参
考
事
例
二
例
）
で
あ
り
、

約
四
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。「
西
国
」
の
事
例
は
四
五
例
（
う
ち
参
考
事
例
二

例
）
で
あ
り
、
約
三
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。「
鎮
西
」
の
事
例
は
一
〇
例
（
う
ち

重
複
二
例
、
参
考
事
例
一
例
）
で
あ
り
、
約
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。
鎌
倉
時
代
を

通
じ
て
み
る
と
、
地
頭
請
所
の
分
布
に
つ
い
て
、「
東
国
」
と
「
西
国
」・「
鎮
西
」

は
ほ
ぼ
拮
抗
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
北
条
泰
時
執
権
期
以
前
（
鎌
倉
前
期
）
に
限
定
す
る
と
、
三
九
例
（
№

1
～
3（

・

（（
）
の
う
ち
、「
東
国
」
の
事
例
は
二
四
例
、「
西
国
」
の
事
例
は
九
例
、
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「
鎮
西
」
の
事
例
は
六
例
（
う
ち
重
複
一
例
）
で
あ
り
、「
東
国
」
の
事
例
が
顕
著
に

多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
全
一
一
四
例
の
う
ち
関
東
口
入
請
所
の
事
例
は
一
一
例
見
い
だ
さ
れ
る
。

そ
の
う
ち
鎌
倉
前
期
の
事
例
は
九
例
（
№
1
～
（
・
（
・
（
・
1（
・
23
・
（（
）
で
あ

り
、
№
（
・
1（
・
（（
を
除
き
す
べ
て
「
東
国
」
に
属
す
る
。
鎌
倉
初
期
の
東
国
に
関

東
口
入
請
所
が
多
い
と
い
う
こ
と
も
ま
た
確
認
で
き
る
。

　
「
私
請
所
（
和
与
）」・「
和
与
裁
許
」
の
事
例
は
一
一
例
見
い
だ
さ
れ
る
（
№
3（
・

（1

・
（2
・
（（
・
（（
・
（（
・
100
・
101
・
10（
・
10（
・
113
）。
こ
れ
ら
は
、
も
と
も
と
私
請

所
で
あ
っ
た
が
幕
府
裁
許
に
よ
っ
て
和
与
裁
許
の
請
所
と
な
っ
た
越
後
国
奥
山
荘
の

事
例
（
№
3（
）
を
除
き
、
一
三
世
紀
最
末
期
・
一
四
世
紀
の
事
例
で
あ
る
。
荘
園
領

主
と
地
頭
の
相
論
が
顕
在
化
し
、
そ
の
解
決
の
た
め
和
与
に
よ
っ
て
請
所
契
約
が
結

ば
れ
る
傾
向
を
確
認
で
き
る
（
（1
（

。

　

諸
国
を
対
象
と
し
た
幕
府
法
は
六
例
見
い
だ
さ
れ
る
（
№
20
・
（1
・
（（
・
（0
・

（（
・
102
）。
承
久
の
乱
の
戦
後
処
理
の
一
環
と
し
て
「
指
せ
る
請
所
」（
関
東
口
入
請

所
で
あ
ろ
う
）
以
外
で
預
所
・
郷
司
な
ど
を
排
除
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
法（11
（

以
後
、
地

頭
請
所
関
係
の
幕
府
法
は
鎌
倉
中
後
期
に
断
続
的
に
出
さ
れ
て
い
る
。こ
の
こ
と
は
、

地
頭
請
所
を
め
ぐ
る
問
題
が
顕
在
化
し
、
幕
府
法
に
よ
っ
て
整
序
さ
れ
る
必
要
が
生

じ
た
の
が
鎌
倉
中
後
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
寛
喜
の
飢
饉
と
そ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
一
二
三
〇
年
代
に
は
、
荘
園
領
主

と
地
頭
が
対
立
し
て
地
頭
請
所
の
解
除
（
も
し
く
は
請
所
の
任
免
権
が
自
身
に
あ
る

こ
と
の
承
認
）
を
荘
園
領
主
側
が
求
め
る
事
例
（
№
（
・
2（
・
2（
）
と
、
荘
園
領
主
・

正
地
頭
が
地
頭
請
所
・
地
頭
代
請
所
の
設
置
を
認
め
る
事
例
（
№
2（
・
2（
～
30
）
が

併
存
し
て
い
る
。

　

以
上
、
地
頭
請
所
関
係
事
例
を
概
観
し
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
傾
向
を
確
認

し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
傾
向
の
中
で
、
①
鎌
倉
前
期
に
お
い
て
は
「
東
国
」
に
地
頭

請
所
、
と
く
に
関
東
口
入
請
所
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
、
②
寛
喜
の
飢
饉
の
影
響
下

に
あ
っ
た
一
二
三
〇
年
代
に
地
頭
請
所
解
除
を
認
め
る
志
向
と
地
頭
請
所
を
設
定
す

る
志
向
が
併
存
し
て
い
る
こ
と
、
③
鎌
倉
中
後
期
に
幕
府
が
地
頭
請
所
を
め
ぐ
る
問

題
の
整
序
に
迫
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
、
と
い
う
三
つ
が
、
鎌
倉
幕
府
の
地
頭
請

所
政
策
と
荘
園
制
の
関
連
を
さ
ぐ
る
上
で
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
傾
向
と
そ
の
背
景
に
あ
る
事
情
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

❷
東
国
に
お
け
る
地
頭
請
所
の
展
開
と
荘
園
制

　

本
章
で
は
、
鎌
倉
前
期
に
お
け
る
「
東
国
」
の
地
頭
請
所
、
と
く
に
関
東
口
入
請

所
が
多
く
み
ら
れ
る
事
実
に
つ
い
て
、
鎌
倉
幕
府
の
荘
園
制
政
策
と
関
連
づ
け
て
検

討
し
て
い
き
た
い
。

　

高
橋
裕
次
氏
は
、
寿
永
二
年
十
月
宣
旨
に
よ
っ
て
鎌
倉
幕
府
が
い
わ
ゆ
る
東
国
支

配
権
を
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
荘
園
・
公
領
の
年
貢
運
上
を
請
け
負
う
立
場
に
な
っ

た
こ
と
、
そ
の
一
環
と
し
て
地
頭
請
所
の
設
置
や
幕
府
に
よ
る
年
貢
代
納
が
な
さ
れ

る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
1（
（

。
一
一
八
〇
年
一
〇
月
頃
に
頼
朝

が
実
力
で
南
関
東
を
占
領
し
て
以
来
、
東
国
独
立
国
家
で
あ
っ
た
幕
府
権
力
は
、
寿

永
二
年
十
月
宣
旨
を
契
機
に
朝
廷
に
併
合
さ
れ
（
11
（

、
そ
の
結
果
と
し
て
東
国
に
お
け
る

荘
園
・
公
領
の
年
貢
請
負
の
主
体
＝
荘
園
制
維
持
の
主
体
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と

に
な
る
。
東
国
に
お
け
る
源
頼
朝
の
勢
力
圏
形
成
は
、
敵
方
所
領
没
収
を
と
も
な
っ

て
進
め
ら
れ
た
（
11
（

。
し
た
が
っ
て
、
東
国
に
お
け
る
荘
園
制
の
維
持
は
、
幕
府
権
力
に

よ
る
戦
乱
か
ら
の
復
興
事
業
（
戦
後
処
理
軍
政
（
11
（

）
と
結
び
つ
い
て
実
現
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
で
は
、
東
国
に
お
け
る
内
乱
か
ら
の
地
域
復
興
は
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　【
史
料
1
】（
11
（

（
前
略
）
又
、
安
房
・
上
総
・
下
総
等
国
々
、
多
以
有
二
荒
野
一
、
而
庶
民
不
二

耕
作
一
之
間
、
更
無
二
公
私
之
益
一
、
仍
招–

二

居
浪
人
一
、
令
レ
開–

二

発
之
一
、
可
レ

備
二
乃
貢
一
之
旨
、
被
レ
仰
二
其
所
地
頭
等
一
云
々
、
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【
史
料
1
】
は
、
源
頼
朝
が
安
房
・
上
総
・
下
総
国
の
地
頭
た
ち
に
「
公
私
の
益
」

の
回
復
・
創
出
と
「
乃
貢
」
納
入
を
目
的
と
し
て
荒
野
開
発
を
命
じ
た
も
の
で
あ

る
。
鈴
木
哲
雄
氏
は
、
こ
の
頼
朝
の
命
令
が
「
東
国
行
政
権
」（「
国
衙
在
庁
支
配

権
」）
に
基
づ
く
国
衙
勧
農
権
の
発
動
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
命
令
を
含
む
幕
府
の

東
国
開
発
命
令
が
中
世
成
立
期
以
来
「
亡
弊
国
」
と
意
識
さ
れ
た
東
国
社
会
の
再
編

成
の
流
れ
に
位
置
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
東
国
地
頭
に
対
す
る
幕
府
の
開
発
命

令
と
大
田
文
作
成
が
東
国
に
お
け
る
荘
園
公
領
制
の
確
立
過
程
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
こ
と
を
論
じ
た
（
11
（

。

　

鈴
木
氏
の
指
摘
を
本
稿
の
立
場
か
ら
と
ら
え
直
す
と
、
鎌
倉
幕
府
は
、
治
承
・
寿

永
内
乱
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
荒
廃
状
況
）
か
ら
の
地
域
復
興
と
「
乃
貢
」
の
納

入
を
と
も
な
う
荘
園
制
の
再
建
（
荘
園
公
領
制
の
確
立
）
を
結
び
つ
け
る
事
業
と
し

て
、
東
国
地
頭
に
よ
る
荒
野
開
発
命
令
を
発
し
た
と
評
価
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
東

国
地
頭
は
、
鎌
倉
幕
府
権
力
に
よ
る
地
域
復
興
と
荘
園
制
の
再
建
の
事
業
に
組
み
込

ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
具
体
的
な
証
左
が
、
次
に
掲
げ
る
【
史

料
2
】・【
史
料
3
】
で
あ
る
。

　【
史
料
2
】（
表
№
（
・
建
久
三
年
〈
一
一
九
二
〉）

上
総
国
武
射
北
郷
事
、
為
二
請
所
一
、
准
布
陸
佰
段
、
毎
年
無
二
懈
怠
一
弁–

二

□
（
済
ヵ
（
　

京
庫
一
、
預
二
返
抄
一
畢
、
其
儀
何
可
レ
有
二
変
改
一
哉
、
就
中
当
郷
近
年
為
二
□
（
荒
ヵ
（

廃
之
地
一
、
見
作
僅
捌
町
余
云
々
、
□
（
空
ヵ
（□
無
足
之
弁
、
争
改
二
請
所
之
号
一

□
、
如
レ
元
無
二
相
違
一
、
可
レ
令
二
沙
汰
一
者
、
依
二
鎌
□（
倉
（殿
仰
一
、
執
達
如
レ
件
、

　
　
　
　
　
　

□
（
八
月
ヵ
（□廿
□
（
一
ヵ
（日　
　
　
　
　
　
　



民

（
二
階
堂
行
政
（部
［（
丞
（
　
　
　

］
在
判

　
　
　
　

土
屋
兵（
義
清
（衛

尉
殿

　【
史
料
3
】（
表
№
（
・
建
保
四
年
〈
一
二
一
六
〉）

上
総
国
武
射
北
郷
事
、
自
二
故（
源
頼
朝
（

大
将
□（
家
（御
時
一
、
前
地
頭
義（
土
屋
（清
為
二
請
所
一
、

□（
弁
（–

二

済
准
布
陸
佰
端
於
京
庫
一
、
□（
経
年
ヵ
（□序
了
、
云
二
荒
野
開
発
事
一
、
云
二

□
（
地
（

頭
堀
内
事
一
、
被
二
定
仰
一
了
、
而
景
□
（
盛
ヵ
（給

二
其
跡
一
更
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
者
、

□（
依
（二

鎌
倉
殿
仰
一
、
執
達
如
レ
件
、

　
　
　
　

建
保
四
年
八
月
廿
六
日　
　
　
　



図
書
允（
清
定
（清

□（
原
（

　
　

謹
上　

藤（
安
達
景
盛
ヵ
（

九
郎
右
衛
門
尉
殿

　
【
史
料
2
】
は
、
建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
に
比
定
さ
れ
る
鎌
倉
幕
府
奉
行
人
（
二

階
堂
行
政
）
奉
書
の
写
で
あ
る
（
11
（

。
こ
れ
に
よ
る
と
、
土
屋
義
清
が
地
頭
請
所
と
し
て

い
た
上
総
国
武
射
北
郷
は
、
准
布
六
〇
〇
段
を
京
都
に
上
納
す
る
契
約
と
な
っ
て
お

り
、
義
清
も
そ
の
契
約
を
履
行
し
て
い
た
。
し
か
し
、
国
衙
も
し
く
は
上
級
領
主
が

義
清
の
請
所
を
解
約
し
よ
う
と
し
た
た
め
、
義
清
は
幕
府
に
請
所
の
維
持
を
訴
え
た

と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
鎌
倉
殿
源
頼
朝
は
、
武
射
北
郷
が
荒
廃
の
た
め
、
見
作
田

八
町
に
な
っ
て
も
「
無
足
の
弁
え
」（
田
数
不
足
の
状
況
で
規
定
通
り
の
年
貢
を
納

入
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
）
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
請
所
の
改
変
を
行
わ
な
い
こ

と
を
伝
え
た
。
こ
の
事
例
か
ら
、
東
国
の
地
頭
請
所
が
、
荘
園
制
（
荘
園
公
領
制
）

を
維
持
す
る
基
盤
で
あ
り
、
地
頭
も
荘
園
・
公
領
の
侵
略
を
初
発
的
に
志
向
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
（
11
（

。

　

土
屋
義
清
は
建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
の
和
田
合
戦
で
没
落
し
、
武
射
北
郷
も
没

収
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
跡
の
地
頭
に
補
任
さ
れ
た
の
は
安
達
景
盛
で
あ
っ
た
。

【
史
料
3
】
で
は
、
新
地
頭
の
景
盛
に
対
し
て
、
頼
朝
の
時
代
に
定
め
ら
れ
た
、
請

所
と
し
て
准
布
六
〇
〇
段
を
京
都
に
上
納
す
る
義
務
、
荒
野
開
発
や
地
頭
堀
内
に
つ

い
て
の
命
令
を
確
認
し
て
い
る
。
景
盛
は
、
地
頭
請
所
の
年
貢
上
納
義
務
を
果
た
す

だ
け
で
な
く
、
荒
野
開
発
も
命
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
荒
野
開

発
は
、【
史
料
1
】
に
関
わ
る
房
総
の
地
域
復
興
・
荘
園
制
再
建
（
荘
園
公
領
制
の

確
立
）
事
業
の
一
環
で
あ
ろ
う
。

　

東
国
地
頭
を
荘
園
制
（
荘
園
公
領
制
）
の
基
盤
と
し
、
地
頭
請
所
（
多
く
は
関
東

口
入
請
所
）
も
そ
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
幕
府
の
政
策
を
、
荘
園
領
主
側
は
ど

の
よ
う
に
受
け
止
め
た
で
あ
ろ
う
か
。こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
の
は
、
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北
陸
、
特
に
越
後
の
事
例
で
あ
る
。
大
山
喬
平
氏
は
、
東
国
だ
け
で
な
く
北
陸
で
も
、

新
田
を
地
頭
得
分
と
す
る
な
ど
幕
府
の
特
殊
な
支
配
権
が
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
（
11
（

。
大
山
氏
の
成
果
を
踏
ま
え
、
川
合
康
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
地
頭

の
権
益
や
幕
府
の
支
配
権
が
、
東
国
・
北
陸
に
お
け
る
幕
府
権
力
に
よ
る
長
期
の
戦

後
処
理
軍
政
に
起
源
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
11
（

。
東
国
・
北
陸
に
お
け
る
幕
府

権
力
に
よ
る
長
期
の
戦
後
処
理
軍
政
は
、
地
域
復
興
を
ふ
く
む
も
の
で
あ
り
、
地
域

復
興
は
荘
園
制
の
再
建
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
ま
た
、
北
陸
地
方
の
う
ち
、
能
登
・

越
中
・
越
後
は
鎌
倉
幕
府
管
轄
上
の
《
東
国
》
に
属
す
る
（
1（
（

。
し
た
が
っ
て
、
北
陸
の

事
例
の
検
討
を
通
じ
て
、
東
国
に
お
け
る
幕
府
の
荘
園
制
再
建
と
荘
園
領
主
層
の
対

応
を
見
通
す
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

仁
治
元
年
（
一
二
四
〇
）
一
〇
月
一
〇
日
付
で
、
鎌
倉
幕
府
執
権
北
条
泰
時
は
、

近
衛
家
領
越
後
国
奥
山
荘
預
所
藤
原
尚
成
と
地
頭
高
井
時
茂
の
間
で
争
わ
れ
た
五
箇

条
に
わ
た
る
相
論
を
裁
許
し
た
。
裁
許
の
前
提
に
は
、
預
所
尚
成
と
地
頭
時
茂
の
間

に
交
わ
さ
れ
た
仁
治
元
年
九
月
二
七
日
付
の
「
京
定
御
米
佰
石
〈
色
代
の
時
は
石

別
銭
陸
百
文
〉・
御
服
［　
　
　

］

（
綿
仟
両
ヵ
（

〈
拾
両
別
銭
捌
佰
文
〉、
先
例
請
所
た
る
に
よ
り
、

預
所
入
部
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
状
（
以
下
略
）」
と
い
う
文
言
を
含
む
和
与
状
が
あ
っ

た
（
表
№
3（
）。
こ
の
和
与
に
基
づ
く
幕
府
裁
許
を
得
て
、
奥
山
荘
の
地
頭
請
所
は

確
か
な
も
の
と
な
っ
た
が
、
実
態
と
し
て
は
以
前
か
ら
地
頭
請
所
と
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
（
11
（

。
請
所
と
な
っ
た
時
期
は
「
先
例
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
請

所
と
な
っ
た
具
体
的
な
時
期
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
時
期
が
仁
治

元
年
を
相
当
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
正
応
元
年
（
一
二
八
八
）
一
二
月
二
日
付
で
、
鎌
倉
幕
府
が
金
剛
心
院
領

越
後
国
小
泉
荘
領
家
一
条
能
清
（
11
（

と
同
荘
加
納
方
地
頭
色
部
忠
長
・
氏
長
・
長
茂
の
相

論
を
裁
決
し
た
際
、
地
頭
忠
長
ら
は
「
建
永
の
比
、
本
庄
・
加
納
地
頭
各
別
に
請
所

と
な
し
て
以
来
、
今
に
相
違
な
し
。
本
庄
地
頭
に
お
い
て
は
御
下
知
に
背
き
年
貢
を

済
さ
ざ
る
の
科
に
よ
り
、
顛
倒
せ
ら
れ
お
わ
ん
ぬ
。
加
納
方
に
至
っ
て
は
罪
科
無

し
」
と
主
張
し
、
勝
訴
を
得
て
い
る
（
表
№
（
）。
小
泉
荘
は
本
荘
方
・
加
納
方
と

も
に
「
建
永
の
比
」（
一
二
〇
六
・
七
年
）
に
地
頭
請
所
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
地
頭
請
所
は
、
幕
府
裁
許
で
「
御
口
入
の
請
所
に
あ
ら
ざ
る
と
い
え
ど
も
、
建
永

以
後
年
序
を
経
る
に
よ
り
、
た
や
す
く
顛
倒
あ
た
わ
ず
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お

り
、
私
請
所
で
あ
る
。

　

当
該
期
に
は
、
越
後
北
部
の
荘
園
に
権
益
を
持
つ
都
市
領
主
た
ち
に
、
荘
園
支

配
の
維
持
・
回
復
を
意
識
さ
せ
る
事
件
が
起
こ
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
建
仁
元
年

（
正
治
三
年
・
一
二
〇
一
）
の
越
後
城
氏
滅
亡
で
あ
る
。

　

正
治
三
年
正
月
二
三
日
、
城
長
茂
は
小
山
朝
政
の
京
都
屋
敷
を
襲
撃
し
た
後
、
院

御
所
に
押
し
入
っ
て
後
鳥
羽
上
皇
に
関
東
追
討
の
宣
旨
発
布
を
迫
っ
た
が
失
敗
し

た
。
長
茂
の
行
動
は
、
前
年
に
彼
の
庇
護
者
・
梶
原
景
時
が
没
落
し
た
こ
と
と
関
連

し
て
い
た
。
そ
し
て
、
建
仁
元
年
四
月
初
め
頃
、
越
後
国
の
城
一
族
は
長
茂
の
動
き

に
呼
応
し
て
挙
兵
し
、
奥
山
荘
内
の
鳥
坂
山
で
幕
府
軍
と
激
し
い
戦
闘
の
末
に
滅
亡

し
た
（
11
（

。

　

一
二
世
紀
の
城
氏
は
、
白
河
荘
・
奥
山
荘
を
主
な
拠
点
と
し
て
お
り
、
小
泉
荘
に

も
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
た
（
11
（

。
著
名
な
事
例
で
あ
る
が
、
治
承
・
寿
永
の
内
乱
期
の
白

河
荘
は
、
治
承
四
年
に
城
長
茂
が
兵
粮
米
を
賦
課
し
た
た
め
田
数
目
録
を
作
成
で
き

ず
、
以
後
、
戦
乱
と
飢
饉
に
よ
っ
て
大
き
な
被
害
を
受
け
た
。
白
河
荘
の
作
田
数
は
、

「
鎌
倉
殿
勧
農
使
」
比
企
朝
宗
の
活
動
が
み
ら
れ
る
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
か
ら

文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
の
間
に
も
っ
と
も
減
少
し
て
い
る
。
元
暦
元
年
の
早
い
段

階
で
、
城
氏
の
本
拠
で
あ
っ
た
白
河
荘
は
鎌
倉
軍
に
攻
め
込
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
（
11
（

。
白
河
荘
の
事
例
を
踏
ま
え
る
と
、
正
治
三
年
の
越
後
城
氏
の
滅
亡
に
よ
っ
て
、

奥
山
荘
域
・
小
泉
荘
域
に
も
鎌
倉
軍
が
攻
め
込
み
、
荘
園
支
配
を
破
綻
さ
せ
る
ほ
ど

の
被
害
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

す
な
わ
ち
、
越
後
城
氏
の
蜂
起
・
滅
亡
後
、
戦
乱
が
落
ち
着
い
た
段
階
で
、
近
衛　

家
・
一
条
家
と
い
っ
た
都
市
領
主
た
ち
が
奥
山
荘
・
小
泉
荘
を
復
興
す
る
方
途
の
一

つ
と
し
て
、
地
頭
請
所
を
選
択
し
た
と
い
う
状
況
を
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
地
域
復
興
・
荘
園
支
配
再
建
の
媒
介
と
し
て
地
頭
請
所
が
選
択
さ
れ
た
背
景
に
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は
、
さ
き
に
検
討
し
た
、
東
国
で
行
わ
れ
た
地
頭
を
媒
介
と
し
た
地
域
復
興
・
荘
園

制
の
再
建
が
、
北
陸
で
も
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
見
通
さ
れ
る
。
地
頭
と
荘
園
領
主

の
関
係
に
よ
っ
て
は
、
荘
園
領
主
側
が
地
頭
支
配
の
排
除
を
求
め
る
こ
と
も
あ
り
え

る
わ
け
だ
が
、
荘
園
領
主
側
が
地
頭
支
配
を
認
め
、
幕
府
の
口
入
も
し
く
は
地
頭
と

の
私
的
な
契
約
に
よ
っ
て
地
頭
請
所
が
展
開
し
て
い
く
動
き
を
無
視
す
る
こ
と
は
難

し
い
。

❸
寛
喜
の
飢
饉
と
鎌
倉
幕
府
の
地
頭
請
所
政
策

　

前
章
で
は
、
東
国
に
お
い
て
鎌
倉
幕
府
の
地
域
復
興
・
荘
園
制
再
建
（
荘
園
公
領

制
確
立
）
の
事
業
に
地
頭
が
動
員
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、

幕
府
に
よ
る
戦
後
復
興
が
展
開
し
た
東
国
・
北
陸
で
は
、
当
該
地
域
に
権
益
を
持
つ

都
市
領
主
が
地
頭
支
配
に
依
拠
し
て
収
益
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
論
じ
た
。

鎌
倉
初
期
の
東
国
に
関
東
口
入
請
所
の
地
頭
が
多
く
見
い
だ
さ
れ
る
背
景
に
は
、
こ

の
よ
う
な
幕
府
の
長
期
戦
後
処
理
政
策
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
、
東
国
地
頭
を
中
核
と
し
て
荘
園
制
の
再
建
・
維
持
を
志
向
す
る
幕
府
の
政

策
は
、
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
な
展
開
を
み
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
一
二

三
〇
年
代
に
お
け
る
幕
府
の
地
頭
請
所
政
策
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
こ
の
課
題
に
取

り
組
ん
で
み
た
い
。

　

検
討
に
あ
た
っ
て
注
目
し
た
い
の
は
、
一
二
三
一
年
を
ピ
ー
ク
と
す
る
寛
喜
の
飢

饉
で
あ
る
。
こ
の
飢
饉
が
展
開
し
た
時
期
に
は
人
身
売
買
が
許
さ
れ
て
い
た
が
、
延

応
元
年
（
一
二
三
九
）
四
月
頃
に
は
飢
饉
時
に
安
値
で
売
っ
た
親
族
等
を
買
い
戻
そ

う
と
す
る
売
主
と
、
延
応
元
年
段
階
の
価
格
に
よ
っ
て
返
還
す
る
意
志
を
み
せ
る
買

主
と
の
間
で
ト
ラ
ブ
ル
が
頻
発
し
て
い
た
。鎌
倉
幕
府
は
こ
の
ト
ラ
ブ
ル
に
対
し
て
、

基
本
的
に
買
主
側
の
主
張
を
認
め
る
方
針
を
打
ち
出
し
た
（
11
（

。
寛
喜
の
飢
饉
の
影
響
下

か
ら
平
時
へ
の
回
復
が
意
識
さ
れ
た
時
期
は
、
早
く
見
積
も
っ
て
、
こ
の
延
応
元
年

四
月
頃
と
い
え
よ
う
。
鎌
倉
幕
府
自
体
、
寛
喜
の
飢
饉
の
翌
年
に
「
御
成
敗
式
目
」

を
発
布
し
、
土
地
法
・
奴
婢
雜
人
法
・
悪
党
関
連
法
を
立
法
す
る
な
ど
対
処
に
努
め

た
（
11
（

。

　

治
承
・
寿
永
内
乱
（
お
よ
び
鎌
倉
初
期
の
政
争
に
と
も
な
う
戦
い
）
か
ら
の
地
域

復
興
・
荘
園
制
再
建
に
地
頭
請
所
が
運
用
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
飢
饉
と
い
う
災
害

も
ま
た
地
頭
請
所
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
き
に
ふ
れ
た
と
お
り
、
寛
喜
の
飢
饉
の
影
響
下
に
あ
っ
た
時
期
に
は
、
地
頭
と

荘
園
領
主
が
対
立
し
、
荘
園
領
主
が
地
頭
請
所
を
解
除
し
た
り
、
も
し
く
は
幕
府
に

地
頭
請
所
の
解
除（
あ
る
い
は
請
所
の
進
止
権
が
荘
園
領
主
側
に
あ
る
こ
と
の
確
認
）

を
要
求
す
る
訴
訟
を
起
こ
す
事
例
が
み
ら
れ
る
。

　

石
清
水
八
幡
宮
領
の
出
雲
国
横
田
荘
で
は
、
地
頭
請
所
の
解
除
を
荘
園
領
主
側
が

幕
府
に
訴
え
、
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）
八
月
二
九
日
付
の
関
東
下
知
状
で
「
地
頭

請
所
を
停
止
し
、
本
所
進
止
と
な
す
べ
き
事
」
が
認
め
ら
れ
た
（
表
№
2（
）。
同
じ

く
石
清
水
八
幡
宮
領
で
関
東
御
領
で
も
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
筑
前
国
野
坂
荘
（
11
（

で
は
、

天
福
元
年
（
一
二
三
三
）
に
地
頭
の
「
去
々
年
去
年
堅
固
未
済
」
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
（
表
№
2（
）。

　

ま
た
、
宗
像
社
領
の
筑
前
国
東
郷
内
曲
村
で
も
、
寛
喜
三
年
・
貞
永
元
年
（
一
二

三
二
）
に
地
頭
請
所
の
進
止
権
を
め
ぐ
っ
て
、
宗
像
社
と
地
頭
が
争
い
、
鎌
倉
幕
府

の
裁
許
を
受
け
て
い
る
（
表
№
（
）。

　

宗
像
社
は
、
寛
喜
三
年
四
月
五
日
付
の
官
宣
旨
で
同
村
を
修
理
料
所
と
し
て
獲
得

し
た
（
11
（

が
、
す
ぐ
に
現
地
支
配
権
を
め
ぐ
っ
て
地
頭
側
と
争
う
こ
と
に
な
っ
た
。
訴
人

の
宗
像
社
側
は
、
曲
村
の
地
頭
代
が
濫
妨
を
行
っ
た
た
め
関
東
の
「
御
下
知
状
」
を

受
け
、
そ
れ
を
地
頭
行
阿
（
中
原
季
時
）
に
示
し
た
が
、
地
頭
側
は
「
先
例
に
任
す

べ
し
」
と
い
う
六
波
羅
下
知
状
を
受
け
取
っ
た
と
主
張
し
、
宣
旨
と
関
東
下
知
状
に

背
い
て
い
る
、
と
訴
え
た
。

　

一
方
、
論
人
で
、
東
郷
全
体
の
地
頭
で
あ
る
行
阿
（
中
原
季
時
）
は
、
父
中
原
親

能
の
時
か
ら
東
郷
を
請
所
と
し
て
米
五
〇
石
・
銭
五
貫
文
を
国
衙
に
納
め
て
き
た
こ

と
、
曲
村
に
つ
い
て
も
先
例
に
従
っ
て
請
所
契
約
が
継
続
す
る
と
考
え
て
い
た
が
、
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宗
像
社
家
側
は
社
使
を
郷
内
に
乱
入
さ
せ
、「
新
補
率
法
」
の
他
は
地
頭
が
関
与
し

て
は
な
ら
な
い
と
強
く
主
張
し
た
こ
と
、
そ
の
た
め
、
六
波
羅
探
題
に
提
訴
し
「
先

例
に
任
す
べ
し
」
と
の
判
決
を
得
た
が
、
社
家
側
は
従
わ
ず
「
地
頭
無
き
が
如
し
」

と
い
う
状
況
に
至
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
し
て
、
地
頭
側
は
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を

踏
ま
え
「
多
年
請
所
た
る
の
間
、
先
例
に
依
る
べ
し
」
と
主
張
し
た
。

　

幕
府
は
「
行
阿
申
す
と
こ
ろ
そ
の
謂
わ
れ
あ
る
と
い
え
ど
も
、
地
頭
、
国
司
に
相

逢
い
申
請
せ
し
め
お
わ
ん
ぬ
。
よ
っ
て
国
司
進
止
た
る
の
条
、
勿
論
と
い
う
べ
し
。

し
か
る
に
今
当
社
修
理
料
た
る
べ
き
の
由
、
国
司
庁
宣
を
召
し
、
宣
下
を
下
さ
れ
お

わ
ん
ぬ
。
社
家
す
な
わ
ち
国
司
の
跡
を
追
い
、
進
退
す
べ
き
の
仁
な
り
。
地
頭
な
ん

ぞ
社
家
の
和
与
を
得
ず
、
暗
に
先
例
と
称
し
請
所
と
号
す
べ
き
か
」
と
、
地
頭
の
言

い
分
を
一
応
認
め
つ
つ
も
、
地
頭
請
所
の
任
免
権
が
本
来
国
司
に
あ
る
以
上
、
曲
村

に
つ
い
て
は
そ
の
権
利
が
宗
像
社
家
に
あ
る
と
認
定
し
「
多
年
の
間
、
請
所
た
り
と

い
え
ど
も
、
社
領
の
今
、
宜
し
く
本
所
進
止
た
る
べ
き
」
と
、
貞
永
元
年
（
一
二
三

二
）
七
月
二
六
日
付
で
宗
像
社
勝
訴
の
判
決
を
出
し
た
。

　

従
来
の
研
究
で
は
、
こ
の
事
例
か
ら
、
当
該
期
の
幕
府
が
私
請
所
の
保
護
に
積
極

的
で
な
か
っ
た
こ
と
を
見
い
だ
し
て
き
た
（
1（
（

。
し
か
し
、
当
該
期
の
宗
像
社
領
は
通
常

の
「
本
所
」
で
は
な
い
。
石
井
進
氏
が
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
、
宗
像
社
は
、
承
久

の
乱
以
後
、
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
に
い
た
る
ま
で
鎌
倉
幕
府
が
領
家
職
を
持
つ

関
東
御
領
で
あ
っ
た
（
11
（

。

　

そ
し
て
、
貞
永
元
年
時
点
の
幕
府
は
宗
像
社
の
経
済
基
盤
を
維
持
す
る
ス
タ
ン
ス

を
取
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
幕
府
の
判
決
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
を
指
摘
で
き

る
。

　

宗
像
社
は
、
従
来
、
難
破
船
の
漂
着
物
（
寄
物
）
を
修
理
料
と
し
て
い
た
が
、
往

阿
弥
陀
仏
と
い
う
僧
が
勧
進
に
よ
っ
て
島
を
築
き
、
船
の
難
破
を
助
け
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
時
、
往
阿
弥
陀
仏
は
「
関
東
」
に
連
絡
を
と
っ
た
上
で
朝
廷
に
上
奏

し
、
島
の
築
造
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
島
の
築
造
に
よ
っ
て
難
破
船
が
減
少
し
た
た

め
「
こ
れ
に
よ
り
修
理
用
途
す
で
に
以
て
無
足
」
と
い
う
「
関
東
状
」
を
朝
廷
に
上

奏
し
た
。
そ
の
結
果
、
曲
村
を
宗
像
社
の
修
理
料
所
と
す
る
旨
の
国
司
庁
宣
が
出
さ

れ
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
宗
像
社
が
朝
廷
か
ら
官
宣
旨
を
受
給
し
た
の
で
あ
る
（
表
№

（
）（
11
（

。
す
な
わ
ち
、
曲
村
を
宗
像
社
の
新
た
な
財
源
と
す
る
手
続
き
に
は
、「
関
東
」

す
な
わ
ち
幕
府
が
関
与
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
幕
府
の
判
決
は
事
実
上
撤
回
さ
れ
た
こ
と
が
【
史
料
（
】
か
ら
判

明
す
る
。

　【
史
料
4
】（
表
№
3（
）

宗
像
社
領
曲
村
事
、
任
二
先
例
一
可
レ
為
二
地
頭
請
所
一
之
由
、
御
下
知
先
了
、　

而
称
レ
有
二
社
司
之
申
旨
一
、
住
人
百
姓
等
忽
令
二
依
違
一
云
々
、
事
若
実
者
、
甚

不
二
穏
便
一
、
彼
請
所
之
儀
、
更
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
、
早
守
二
先
御
下
知
状
一
、

可
レ
被
レ
致
二
沙
汰
一
之
状
、
依
レ
仰
執
達
如
レ
件
、

　
　
　
　

仁
治
二
年
六
月
三
日　
　
　
　
　



前（
北
条
泰
時
（

武
蔵
守
（
花
押
）

　

大（
狩
野
為
佐
（

宰
少
弐
殿

　
【
史
料
（
】
に
よ
る
と
、
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
六
月
以
前
に
、
宗
像
社
領
曲

村
に
つ
い
て
「
先
例
に
任
せ
て
地
頭
請
所
た
る
べ
き
」
と
い
う
鎌
倉
幕
府
の
「
御
下

知
」
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
宗
像
社
家
お
よ
び
そ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
「
住
人
百

姓
等
」
が
こ
の
下
知
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
、
幕
府
が
地
頭
と
思
わ
れ
る
狩
野
為

佐
に
「
下
知
」
の
遵
守
を
命
じ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
貞
永
元
年
七
月
二
六
日
で
宗
像

社
の
請
所
進
止
権
を
認
め
て
い
た
幕
府
が
、
仁
治
二
年
六
月
よ
り
前
に
、
曲
村
の
地

頭
請
所
を
先
例
に
よ
っ
て
認
め
る
と
い
う
方
針
転
換
を
行
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
事
例
か
ら
貞
永
元
年
七
月
二
六
日
よ
り
後
、
仁
治
二
年
六
月
よ

り
前
と
い
う
、
幕
府
の
方
針
転
換
の
時
期
が
、
寛
喜
の
飢
饉
の
影
響
下
に
あ
っ
た
時

期
と
お
お
む
ね
一
致
す
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

　

鎌
倉
幕
府
と
関
わ
り
の
深
い
所
領
が
、
一
二
三
〇
年
代
に
地
頭
請
所
（
も
し
く
は

地
頭
代
請
所
）
と
な
る
事
例
は
複
数
確
認
で
き
る
。
肥
後
国
球
磨
郡
の
関
東
御
領
永
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吉
荘
の
地
頭
平
河
氏
は
、
貞
永
元
年
九
月
一
一
日
付
で
「
領
家
方
年
貢
、
請
所
と
し

て
未
進
対
捍
致
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
起
請
文
を
領
家
方
（
鎌
倉
幕
府
の
有
力
者
か
）

に
提
出
し
て
い
る
（
表
№
2（
）。

　

ま
た
、
鶴
岡
八
幡
宮
別
当
定
豪
が
、
同
宮
領
で
あ
る
武
蔵
国
熊
谷
郷
内
恒
正
名　

（
西
熊
谷
郷
）
に
つ
い
て
、「
早
く
預
所
の
入
部
を
止
め
、
地
頭
の
沙
汰
と
し
て
限
り

あ
る
御
年
貢
以
下
色
々
御
得
分
物
等
、
懈
怠
無
く
進
済
せ
し
む
べ
し
」
と
い
う
、
地

頭
請
所
を
認
め
る
御
教
書
を
、
貞
永
元
年
八
月
二
一
日
付
で
、
地
頭
の
熊
谷
平
内
左

衛
門
二
郎
（
直
時
）
に
発
給
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
「
鶴
岳
八
幡
宮
寺
領
熊
谷

郷
の
事
、
社
家
の
使
を
止
め
、
地
頭
請
所
と
し
て
限
り
有
る
年
貢
を
進
済
す
べ
し
」

と
い
う
内
容
の
関
東
下
知
状
が
、
貞
永
元
年
一
一
月
四
日
付
で
や
は
り
熊
谷
直
時
に

出
さ
れ
て
い
る
（
表
№
2（
）（
11
（

。

　

熊
谷
直
時
は
、
鶴
岡
八
幡
宮
別
当
定
豪
に
「
預
所
」
の
入
部
を
止
め
る
か
た
ち
で

の
地
頭
請
所
を
求
め
、
そ
れ
を
許
可
さ
れ
た
。
注
目
す
べ
き
点
は
、
定
豪
と
熊
谷
直

時
が
対
立
し
て
相
論
に
発
展
す
る
事
態
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
直
時
が
、
鎌
倉

幕
府
か
ら
地
頭
請
所
を
承
認
す
る
関
東
下
知
状
を
受
給
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
事
実
は
、
熊
谷
郷
が
幕
府
と
関
係
の
深
い
鶴
岡
八
幡
宮
領
で
あ
り
、
か
つ
関
東
御

領
と
し
て
の
実
質
を
持
つ
武
蔵
国
国
衙
領
で
あ
っ
た
こ
と
（
11
（

と
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

寛
喜
の
飢
饉
の
影
響
下
に
あ
っ
た
時
期
、
鎌
倉
幕
府
は
、
東
国
地
頭
の
所
領
や
、

自
身
が
管
轄
す
る
武
蔵
国
の
荒
野
開
発
を
推
進
し
、
民
衆
救
済
と
荘
園
年
貢
の
確
保

を
目
ざ
し
て
い
た
（
11
（

。
地
頭
請
所
の
設
定
は
、
預
所
入
部
を
停
止
す
る
こ
と
、
年
貢
請

負
の
責
任
を
地
頭
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
で
、
民
衆
の
負
担
を
減
ら
す
（
も
し
く
は
一

定
に
す
る
）
効
果
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
幕
府
は
、
地
頭
請
所
の
設
定
に
よ

り
、
地
頭
に
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
で
、
鎌
倉
幕
府
直
轄
領
に
お
け
る
民
衆
救
済
と

年
貢
の
維
持
を
図
っ
た
と
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
後
に
検
討
す
る
【
史
料
（
】
で

は
、
こ
の
よ
う
な
鎌
倉
幕
府
の
方
針
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
地
頭
側

も
、
こ
の
よ
う
な
幕
府
の
政
策
を
察
知
し
て
、
預
所
・
使
者
の
入
部
停
止
と
い
う
、

地
頭
請
所
が
持
つ
利
点
を
選
択
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。



こ
の
よ
う
な
政
策
は
、
当
該
期
の
幕
府
政
策
を
主
導
し
た
北
条
氏
の
所
領
で
も
確

認
で
き
る
。

　【
史
料
5
】（
表
№
2（
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（（
北
条
泰
時
（

花
押
）

　
　
　

可
三
早
為
レ
請–

二
所
津
軽
平
賀
郡
岩
楯
村
一
事

右
、
光（
曾
我
（弘
請
文
云
、
如
二
貞
応
二
年
検
注
目
録
一
者
、
定
田
玖
町
玖
段
陸
拾
歩

也
、
所
当
布
四
十
九
端
二
丈
三
尺
三
寸
三
分
、
并
紫
四
升
九
合
六
夕
也
、
而

今
加
二
廿
端
一
丈
六
尺
六
寸
七
分
一
之
間
、
都
合
布
柒
拾
端
并
御
衣
面
壱
切

紫
染
衣

私
地
絹
、
被
レ
停–

二

止
諸
方
使
入
部
一
者
、
不
レ
論
二
損
亡
不
作
一
、
毎
年
無
二
懈　

怠
一
可
レ
令
二
究
済
一
也
云
々
者
、
任
二
申
請
一
、
可
レ
為
二
請
所
一
之
状

如
レ
件
、

　
　
　
　

延
応
元
年
三
月
廿
八
日

　【
史
料
6
】（
表
№
30
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（（
北
条
泰
時
（

花
押
）

　
　
　

可
三
早
為
レ
請–

二
所
津
軽
平
賀
□（
郡
内
（□
大
平
賀
村
一々
事

右
、
惟（
曾
我
（重
請
文
云
、
当
村
如
二
貞
応
二
年
実
検
目
録
一
者
、
白
布
佰
陸
拾
伍
端

参
尺
参
寸
参
分
、
并
紫
壱
斗
陸
合
壱
夕
以
二
私
地
絹
御
衣
面
也
、
於
二
彼
所
当
一
者
、

不
レ
論
二
損
亡
不
作
一
、
停
二
諸
方
使
入
部
一
、
毎
年
無
二
懈
怠
一
、
可
レ
令
二
究
済
一

云
々
者
、
任
二
申
請
一
、
可
レ
為
二
請
所
一
状
如
レ
件
、

　
　
　
　

延
応
元
年
三
月
廿
八
日

　
【
史
料
（
】・【
史
料
（
】（
11
（

は
、
同
年
同
日
付
で
津
軽
郡
岩
楯
村
の
地
頭
代
に
相
当

す
る
曾
我
光
弘
（
伊
豆
田
所
女
房
の
子
息
。
代
行
者
か
）、
同
郡
大
平
賀
村
の
地
頭

代
曾
我
惟
重
（
光
弘
の
父
）
に
対
し
て
出
さ
れ
た
北
条
泰
時
の
袖
判
書
下
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
文
書
が
出
さ
れ
た
延
応
元
年
三
月
頃
に
、
北
条
得
宗
家
、
曾
我
一
族
の
代

弐
切
一
可
レ
染–

二
進
之
一
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替
わ
り
な
ど
は
現
状
確
認
で
き
な
い
。

　

ま
た
、【
史
料
（
】・【
史
料
（
】
は
、「
右
、
某
請
文
云
…
者
、
任
二
申
請
一
、
可

レ
為
二
請
所
一
之
状
如
レ
件
」
と
い
う
共
通
の
書
き
出
し
・
書
止
文
言
を
有
し
て
お
り
、

貞
応
二
年
の
実
検
（
検
注
）
目
録
を
基
準
と
す
る
こ
と
、「
諸
方
使
入
部
」
の
停
止
、

損
亡
を
問
わ
な
い
年
貢
納
入
責
任
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
共
通
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、【
史
料
（
】・【
史
料
（
】
は
、
津
軽
郡
平
賀
郡
地
頭
の
北
条
泰
時
と
地
頭

代
曾
我
一
族
の
合
意
に
よ
っ
て
、
地
頭
代
請
所
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と

評
価
で
き
る
。

　
【
史
料
（
】・【
史
料
（
】
は
、
や
は
り
寛
喜
の
飢
饉
の
影
響
下
で
発
給
さ
れ
て
お

り
、
熊
谷
郷
（
西
熊
谷
郷
）
と
同
じ
く
使
者
（
預
所
）
の
入
部
を
停
止
す
る
こ
と
が

明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
を
踏
ま
え
る
と
、
鎌
倉
幕
府
は
、
寛
喜
の
飢
饉

と
そ
の
影
響
が
続
く
状
況
に
対
応
し
て
、
関
東
御
領
・
北
条
氏
所
領
で
地
頭
請
所

（
も
し
く
は
地
頭
代
請
所
）
を
導
入
し
、
地
頭
（
も
し
く
は
地
頭
代
）
に
撫
民
と
年

貢
納
入
の
責
任
を
持
た
せ
る
政
策
を
と
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。　

❹
鎌
倉
中
後
期
に
お
け
る
地
頭
請
所
保
護
政
策
の
展
開

　

前
章
で
は
、
寛
喜
の
飢
饉
の
影
響
下
（
一
二
三
〇
年
代
）
に
お
い
て
、
幕
府
が
関

東
御
領
・
北
条
氏
所
領
で
請
所
を
設
定
す
る
政
策
を
と
り
、
使
者
入
部
の
停
止
と
年

貢
の
請
負
に
よ
っ
て
、
地
頭
（
・
地
頭
代
）
に
責
任
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
で
撫
民
と

年
貢
の
維
持
を
図
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
幕
府
の
政
策
は
、
一
二
四
〇
年
代
以
降
、
ど
の
よ
う
な
展
開

を
み
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
課
題
を
考
え
る
上
で
対
象
と
し
た
い
の
は
、
美
濃

国
茜
部
荘
に
お
け
る
荘
園
領
主
東
大
寺
と
地
頭
長
井
氏
の
相
論
で
あ
る
。
茜
部
荘
の

下
司
は
承
久
の
乱
で
京
方
に
味
方
し
、
所
職
を
没
収
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
跡

を
継
承
す
る
か
た
ち
で
、
鎌
倉
幕
府
の
有
力
御
家
人
長
井
時
広
が
同
荘
の
地
頭
に
補

任
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
東
大
寺
は
預
所
の
力
で
は
同
荘
の
年
貢
絹
百
疋
・
綿
千
両
を

弁
済
で
き
な
い
と
判
断
し
、
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
八
月
、
茜
部
荘
を
地
頭
請
所

と
し
、
年
貢
の
納
入
を
長
井
氏
に
ゆ
だ
ね
た
。
そ
し
て
、
貞
応
三
年
に
地
頭
長
井
氏

は
内
検
を
行
い
、
五
五
町
五
段
三
〇
〇
〇
歩
の
田
地
を
目
録
に
取
り
固
め
た
。
東
大

寺
領
茜
部
荘
は
、
地
頭
長
井
氏
の
力
に
依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
世
荘
園
と
し
て

確
立
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
東
大
寺
と
地
頭
長
井
氏
の
関
係
は
、
弘
長
年
間
頃
か
ら
変
化
す
る
。

地
頭
代
官
に
よ
る
年
貢
未
進
が
顕
在
化
し
た
た
め
、
東
大
寺
側
は
、
文
永
三
年
（
一

二
六
六
）
六
月
、
地
頭
請
所
停
止
を
六
波
羅
探
題
に
求
め
る
一
方
、
同
年
一
〇
月
に

は
百
姓
に
対
し
て
地
頭
へ
の
年
貢
納
入
を
禁
じ
る
下
知
を
出
し
た
。
以
後
、
弘
安
元

年
（
一
二
七
八
）
一
二
月
八
日
付
の
六
波
羅
下
知
状
で
長
井
氏
の
地
頭
請
所
が
あ
ら

た
め
て
認
め
ら
れ
る
ま
で
、
多
岐
に
わ
た
る
論
点
で
訴
訟
が
展
開
し
た
（
11
（

。

　

本
章
で
注
目
し
た
い
の
は
、
弘
安
元
年
一
二
月
八
日
付
の
六
波
羅
下
知
状
の
判
決

と
そ
れ
を
支
え
た
幕
府
法
で
あ
る
。
や
や
煩
瑣
に
な
る
が
、
訴
論
人
の
主
張
と
、
六

波
羅
探
題
の
判
断
を
あ
と
づ
け
て
み
よ
う
。

　

下
知
状
の
判
決
案
件
は
、「
請
所
の
事
」
と
「
見
絹
・
見
綿
色
代
の
間
の
事
」
に

分
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
請
所
の
事
」
に
し
ぼ
っ
て
経
緯
を
確
認
し
た
い
（
表

№
22
・
（（
～
（（
）。

　

訴
人
で
あ
る
東
大
寺
（
茜
部
荘
雜
掌
）
は
、
①
茜
部
荘
の
地
頭
請
所
が
仁
治
二
年　

（
一
二
四
一
）
に
長
井
時
広
の
申
請
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
、
②
近
年
の
地
頭
の
沙
汰

が
不
法
で
あ
る
上
は
、「
指
せ
る
関
東
御
口
入
」
で
な
い
の
で
請
所
を
停
廃
す
べ
き

で
あ
る
、
③
「
私
請
所
に
お
い
て
は
年
序
を
経
る
と
い
え
ど
も
、
顛
倒
せ
ら
る
る
の

傍
例
」
が
多
い
、
④
私
請
所
顛
倒
の
実
例
と
し
て
上
野
国
薗
田
御
厨
内
広
沢
郷
、
大

和
国
赤
尾
荘
下
司
職
が
あ
る
、
と
述
べ
た
。
こ
れ
ら
の
主
張
を
ふ
ま
え
、
東
大
寺
は
、

「
当
庄
請
所
、
宜
し
く
本
所
の
意
に
任
す
べ
し
」
と
地
頭
請
所
の
停
止
を
求
め
た
。

　

一
方
、
論
人
で
あ
る
地
頭
長
井
氏
（
上
村
地
頭
代
伴
頼
広
）
は
、
①
茜
部
荘
が

「
武
家
御
口
入
請
所
」
で
あ
る
こ
と
は
「
貞
応
年
中
領
家
下
知
状
」
に
明
ら
か
で
あ

り
、
仁
治
二
年
に
茜
部
荘
の
地
頭
請
所
が
始
ま
っ
た
と
す
る
雜
掌
の
主
張
は
な
り
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た
た
な
い
、
②
雜
掌
が
提
出
し
た
仁
治
元
年
の
長
井
入
道
の
請
文
は
偽
作
の
疑
い
が

あ
る
の
で
、
花
押
の
確
認
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
、
③
広
沢
郷
・
赤
尾
荘
の
傍
例
を

示
す
「
御
下
知
」
は
正
文
が
無
い
上
、
文
章
が
不
明
確
で
あ
る
、
④
尾
張
国
笑
尾
御

厨
、
丹
後
国
波
見
・
同
田
辺
両
郷
の
「
関
東
御
事
書
」
に
は
「
寛
喜
以
後
請
所
は
相

違
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
」
由
、
承
っ
て
お
り
、
そ
の
事
書
は
斎
藤
四
郎
左
衛
門
入
道

観（
基
永
（意

が
預
か
っ
て
い
る
の
で
、
召
し
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
反
論
し
た
。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
六
波
羅
探
題
は
、
ま
ず
仁
治
二
年
が
地
頭
請
所
の
始
ま
り
と
す

る
雜
掌
の
主
張
を
退
け
る
一
方
、「
関
東
御
口
入
請
所
」
で
あ
る
と
す
る
地
頭
代
の

主
張
も
「
信
用
の
限
り
に
非
ず
」
と
認
め
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、「
但
し
私
請
所
た

り
と
い
え
ど
も
、
廿
箇
年
を
過
ぎ
ば
、
相
違
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
由
、
近
年
そ
の
沙

汰
あ
る
か
。
な
か
ん
づ
く
、
波
見
保
関
東
御
事
書
の
如
く
ん
ば
、
寛
喜
以
後
相
違
無

き
か
。
今
更
相
違
あ
る
べ
か
ら
ず
と
云
々
。
当
庄
は
寛
喜
以
前
往
古
請
所
た
る
の
上

は
、
顛
倒
の
儀
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
、
地
頭
請
所
の
停
廃
を
認
め
な
い
判
決
を

下
し
た
。

　

六
波
羅
探
題
の
判
決
に
際
し
て
、
根
拠
と
な
っ
た
幕
府
法
は
、「
私
請
所
た
り
と

い
え
ど
も
廿
箇
年
を
過
ぎ
ば
、
相
違
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
」
と
い
う
「
近
年
」
の
幕
府

法
、
そ
し
て
「
寛
喜
以
後
相
違
無
き
か
。
今
更
相
違
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
波
見

保
に
関
す
る
「
関
東
御
事
書
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）

頃
の
鎌
倉
幕
府
は
、
知
行
年
紀
に
基
づ
く
私
請
所
の
保
護
と
、「
寛
喜
以
後
」
と
い

う
時
間
的
基
準
に
基
づ
く
私
請
所
の
保
護
を
併
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

知
行
年
紀
に
基
づ
く
私
請
所
の
保
護
は
、
文
永
五
年
（
一
二
六
八
）
四
月
二
十
五

日
付
で
六
波
羅
探
題
の
「
陸
奥
左
近
大
夫
将
監
殿
」
に
送
ら
れ
た
「
諸
国
地
頭
請
所

の
事
、
前
々
は
関
東
御
口
入
の
地
に
非
ざ
る
所
々
は
、
雜
掌
の
訴
え
に
依
り
顛
倒
せ

ら
る
る
と
い
え
ど
も
、
所
詮
自
今
以
後
は
私
の
請
所
た
り
と
い
え
ど
も
、
廿
箇
年
相

違
な
く
ん
ば
、
今
更
違
乱
あ
る
べ
か
ら
ず
。
そ
の
旨
を
存
じ
、
下
知
せ
し
む
べ
き
の

状
、
仰
せ
に
依
っ
て
執
達
く
だ
ん
の
如
し
」
と
い
う
文
言
を
持
つ
関
東
御
教
書
（
表

№
（1
）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
11
（

。

　

そ
し
て
、「
寛
喜
以
後
」
と
い
う
時
間
的
基
準
は
、
鎌
倉
幕
府
の
不
易
法
に
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
ず
、
鎌
倉
幕
府
の
首
長
・
政
務
執
行
者
の
交
代
に
関
わ
る
も
の
で

あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
確
証
は
な
い
の
だ
が
、「
寛
喜
以
後
」
と
い
う
時
間
的
基

準
は
、
寛
喜
の
飢
饉
と
関
わ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

飢
饉
状
況
が
顕
在
化
し
つ
つ
あ
っ
た
寛
喜
二
年
お
よ
び
飢
饉
の
ピ
ー
ク
で
あ
っ
た

同
三
年
、
鎌
倉
幕
府
は
京
都
に
お
け
る
治
安
維
持
、
地
頭
の
職
権
規
定
や
荘
園
領

主
・
百
姓
と
の
ト
ラ
ブ
ル
に
際
し
て
の
裁
決
方
針
、
守
護
の
職
権
逸
脱
の
抑
止
な

ど
、
多
く
の
法
令
を
出
し
て
い
る
。
当
該
期
の
宣
旨
・
官
宣
旨
の
中
で
幕
府
法
令
集

に
収
め
ら
れ
た
も
の
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
幕
府
法
令
と
し
て
残
っ
て
い
な

い
が
、
幕
府
が
朝
廷
の
命
令
を
施
行
し
た
と
思
わ
れ
る
事
例
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
法

令
の
中
に
「
自
今
以
後
」
文
言
を
持
つ
も
の
が
複
数
見
出
さ
れ
る
（
11
（

。
当
然
な
が
ら
、

「
自
今
以
後
」
文
言
を
持
つ
法
令
の
み
が
、
そ
の
後
の
相
論
に
お
い
て
「
○
○
以
後
」

と
表
現
さ
れ
る
幕
府
法
と
し
て
運
用
さ
れ
た
と
は
い
い
き
れ
な
い
。
し
か
し
、「
自

今
以
後
」
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
後
の
幕
府
法
運
用
で
の
表
現
に
影
響
を

与
え
た
可
能
性
は
捨
て
き
れ
な
い
。
以
上
の
事
例
を
ふ
ま
え
、「
寛
喜
以
後
」
の
地

頭
請
所
顛
倒
を
認
め
な
い
「
関
東
御
事
書
」
は
、
寛
喜
二
・
三
年
頃
に
出
さ
れ
た
鎌

倉
幕
府
法
の
一
つ
で
あ
っ
た
か
、
寛
喜
年
間
に
出
さ
れ
た
地
頭
請
所
の
顛
倒
を
認
め

な
い
旨
の
幕
府
法
を
ふ
ま
え
、
そ
の
後
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る

と
、
現
状
で
は
考
え
る
。

　

ま
た
、
鎌
倉
幕
府
は
、
延
応
元
年
五
月
一
日
付
で
、
寛
喜
の
飢
饉
状
況
下
で
行
わ

れ
た
人
身
売
買
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
「
所
詮
、
寛
喜
以
後
、
延
応
元
年
四

月
以
前
の
事
は
、
訴
論
人
と
も
に
以
て
京
都
の
輩
は
武
士
の
口
入
に
及
ば
ず
。
関
東

御
家
人
と
京
都
の
族
、
相
論
の
事
に
至
っ
て
は
、
当
家
に
定
め
置
か
る
る
の
旨
に
任

せ
て
下
知
せ
ら
る
べ
し
。
お
お
よ
そ
自
今
以
後
、
一
向
売
買
を
停
止
せ
ら
る
べ
き
」

と
六
波
羅
探
題
に
要
請
し
て
い
る
（
1（
（

。
こ
の
事
例
か
ら
「
寛
喜
以
後
」
を
時
間
的
基
準

と
し
た
幕
府
の
裁
決
方
針
が
存
在
し
た
こ
と
、
延
応
元
年
四
月
ま
で
は
「
訴
論
人
と

も
に
以
て
京
都
の
輩
」
の
場
合
で
も
「
武
士
」（
鎌
倉
幕
府
・
六
波
羅
探
題
）
が
介
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入
す
る
相
論
が
あ
っ
た
こ
と
（
だ
か
ら
こ
そ
方
針
転
換
に
あ
た
っ
て
、
即
座
に
六
波

羅
探
題
に
伝
え
た
こ
と
）
を
読
み
取
れ
る
。
こ
の
事
例
は
、
寛
喜
の
飢
饉
の
影
響
下

に
お
い
て
、
鎌
倉
幕
府
権
力
が
本
来
の
法
圏
を
超
え
て
「
京
都
の
輩
」・「
京
都
の
族
」

（
朝
廷
管
轄
下
の
諸
勢
力
）
の
権
益
調
整
、
朝
廷
管
轄
下
の
所
領
等
に
お
け
る
人
身

売
買
に
関
わ
る
ト
ラ
ブ
ル
の
調
停
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
鎌
倉
幕
府
は
寛
喜
の
飢
饉
の
影
響
下
に
お
い
て
、
紛
争
調
停
な
ど
も

含
め
た
諸
対
応
に
よ
っ
て
、
社
会
復
興
・
民
衆
救
済
に
取
り
組
ん
で
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
鎌
倉
幕
府
は
社
会
復
興
・
民
衆
救
済
の
一
環
と
し
て
地
頭
請
所
の

設
定
・
維
持
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
茜
部
荘
雑
掌
は
、
こ

の
よ
う
な
幕
府
の
方
針
を
知
っ
て
い
た
た
め
、「
延
応
元
年
四
月
」
の
約
二
年
後
に

あ
た
る
「
仁
治
二
年
」
に
地
頭
請
所
が
設
定
さ
れ
た
と
主
張
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

前
章
で
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
、
鎌
倉
幕
府
は
寛
喜
の
飢
饉
に
対
応
し
て
、
関
東

御
領
と
北
条
氏
所
領
で
地
頭
（
・
地
頭
代
）
請
所
を
設
定
し
、
撫
民
と
年
貢
徴
収
の

維
持
の
両
立
を
目
指
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
幕
府
は
「
寛
喜
」
以
降
に
成
立
し
た
私

請
所
に
つ
い
て
も
、
民
衆
救
済
と
荘
園
制
支
配
の
維
持
を
も
た
ら
す
こ
と
を
期
待
し

て
そ
れ
ら
の
保
護
政
策
を
打
ち
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
11
（

。

❺
鎌
倉
末
期
に
お
け
る
地
頭
請
所
保
護
政
策

　

前
章
で
は
、
鎌
倉
中
後
期
（
一
三
世
紀
第
三
・
四
半
期
）
に
鎌
倉
幕
府
が
私
請
所

を
ふ
く
め
た
地
頭
請
所
保
護
政
策
を
打
ち
出
し
た
こ
と
、
幕
府
が
私
請
所
を
保
護
す

る
論
拠
は
、
知
行
年
紀
二
十
箇
年
法
と
「
寛
喜
以
後
」
の
私
請
所
を
保
護
す
る
「
関

東
御
事
書
」
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
併
用
に
よ
っ
て
、
私
請
所
の
地
頭
た
ち
は
幕
府
の

手
厚
い
保
護
を
法
廷
で
享
受
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
二
つ
の
論
拠
の
う
ち
、
知
行
年
紀
二
十
箇
年
法
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
で
も
既

に
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、「
寛
喜
以
後
」
と
い
う
時
間
的
基
準
に
つ
い
て
は
、
管
見

の
限
り
、
地
頭
請
所
研
究
の
な
か
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の

「
寛
喜
以
後
」
と
い
う
時
間
的
基
準
こ
そ
、
鎌
倉
幕
府
が
関
東
御
領
・
北
条
氏
領
に

お
け
る
請
所
の
運
用
に
よ
っ
て
撫
民
と
年
貢
維
持
を
目
ざ
し
た
時
期
と
重
な
る
。
す

な
わ
ち
、
鎌
倉
幕
府
は
、
寛
喜
の
飢
饉
お
よ
び
そ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
時
期
に
関
東

御
領
・
北
条
氏
所
領
で
行
っ
た
政
策
を
私
請
所
に
広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
は

管
轄
外
で
あ
っ
た
荘
園
・
公
領
に
つ
い
て
も
撫
民
政
策
・
荘
園
制
の
維
持
政
策
を
及

ぼ
す
こ
と
を
指
向
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
11
（

。



そ
し
て
、
鎌
倉
幕
府
の
私
請
所
保
護
政
策
は
、
一
三
世
紀
末
以
降
、
後
退
し
て

い
っ
た
こ
と
が
佐
々
木
銀
弥
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
佐
々
木

氏
は
、
得
宗
専
制
政
治
の
確
立
が
目
指
さ
れ
、
そ
の
一
環
と
し
て
幕
府
権
力
が
朝

廷
・
社
寺
勢
力
に
接
近
・
妥
協
す
る
状
況
下
、
私
請
所
保
護
の
政
策
が
大
き
く
後
退

し
、
地
頭
た
ち
が
自
力
で
本
所
・
領
家
・
国
司
の
解
約
攻
勢
に
立
ち
向
か
わ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
（
11
（

。

　【
史
料
7
】（
表
№
（（
）

　
　

一
、
請
所
事　
永
仁
七　

二

寛
元
以
前
請
所
者
、
不
レ
可
二
顛
倒
一
之
由
、
先
度
雖
レ
被
二
定
下
一
、
御
口

入
地
之
外
、
於
二
承
久
以
後
請
所
一
者
、
自
今
以
後
、
可
レ
為
二
本
所
進
止
一
、

　【
史
料
8
】（
表
№
102
）

　
　

一
、
国
領
地
頭
等
可
レ
済
二
年
貢
一
事　
元
亨
二　

正　

十
二

右
、
臨
二
西
収
之
期
一
者
、
致
二
急
速
之
沙
汰
一
、
翌
年
二
月
可
レ
令
二
皆
済
一
、

縦
又
雖
二
京
進
一
、
不
レ
可
レ
過
二
六
月
一
、
若
抑
留
之
由
、
雑
掌
訴
申
者
、
遂
二

結
解
一
可
二
弁
償
一
之
旨
、
可
レ
被
レ
下
二
奉
書
一
、
不
二
叙
用
一
者
、
託
二
使
者
一
、

可
レ
催–

二

促
之
一
、
即
及
二
参
対
一
請
二
勘
定
一
者
、
可
レ
遣
二
其
道
一
之
由
、
可　

レ
成
二
下
知
状
一
、
結
解
難
渋
之
輩
者
、
任
二
申
請
員
数
一
可
二
成
敗
一
、
猶
対

捍
者
、
重
以
二
使
者
一
尋–

二
問
実
否
一
、
未
済
之
条
、
無
レ
所
レ
遁
者
、
可
レ
改
二

所
職
一
、
於
二
催
促
并
究
済
期
日
一
者
、
且
依
二
其
地
遠
近
一
、
且
就
二
未
進
多
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少
一
、
随
二
事
躰
一
、
可
二
斟
酌
一
也
、

次
前
司
時
未
済
分
事
、
自
今
以
後
者
、
可
レ
弁
二
于
先
司
一
矣
、

次
同
所
領
請
所
事
、
前
々
蒙
二
下
知
一
、
預
二
御
口
入
一
地
之
外
者
、
可
二
顛　

倒
一
、
但
康
元
々
年
以
前
者
、
雖
レ
為
二
私
和
談
一
、
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
、

弘
安
七
年
以
後
者
、
縦（

マ
マ
（帯

二
裁
許
状
一
、
宜
レ
任
二
国
司
之
意
焉
一
、



　
【
史
料
（
】
は
、
貞
時
政
権
下
の
永
仁
七
年
（
一
二
九
九
）
二
月
に
出
さ
れ
た
地

頭
請
所
関
連
立
法
で
あ
る
。「
寛
元
以
前
請
所
は
顛
倒
す
べ
か
ら
ざ
る
」
と
い
う
幕

府
の
方
針
は
、
佐
々
木
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
文
永
五
年
に
定
め
ら
れ
た
知
行
年

紀
二
十
箇
年
法
に
準
拠
し
た
私
請
所
の
保
護
立
法
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
（
11
（

。
こ
の
法

で
は
、
た
し
か
に
私
請
所
の
保
護
政
策
は
後
退
し
、「
御
口
入
地
」（
関
東
口
入
請

所
）
以
外
は
、「
承
久
以
後
」
請
所
の
進
止
が
本
所
に
属
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
【
史
料
（
】
は
、
公
武
の
連
携
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
国
衙
興
行
政
策
の
一
環
と

し
て
出
さ
れ
た
地
頭
請
所
関
連
立
法
で
あ
る
（
11
（

。【
史
料
（
】
の
前
半
で
は
、
国
衙
領

地
頭
の
年
貢
未
済
に
つ
い
て
、
そ
の
解
決
方
法
を
詳
細
に
示
し
た
後
、
国
衙
領
地
頭

請
所
に
つ
い
て
は
、
国
司
の
介
入
を
強
化
す
る
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、「
前
々
下
知
を
蒙
り
、
御
口
入
に
預
か
る
地
の
外
は
、
顛
倒
す
べ
し
」
と
い
う

原
則
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、「
但
し
康
元
元
年
以
前
は
、
私
の
和
談
た
り
と
い
え
ど
も
相
違
あ
る
べ

か
ら
ず
。
弘
安
七
年
以
後
は
、
た
と
え
裁
許
状
を
帯
ぶ
る
と
い
え
ど
も
宜
し
く
国
司

の
意
に
任
す
べ
し
」
と
い
う
付
帯
条
件
も
一
方
で
は
付
さ
れ
て
い
る
。「
康
元
々
年

以
前
」
は
北
条
時
頼
執
権
期
以
前
、「
弘
安
七
年
以
後
」
は
北
条
貞
時
執
権
期
以
後

を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
承
久
以
後
請
所
」（
私
請
所
）
を
本
所
進
止
と

す
る
【
史
料
（
】
の
内
容
よ
り
も
適
用
の
時
間
的
範
囲
が
長
い
【
史
料
（
】
で
は
、

国
衙
領
の
私
請
所
に
つ
い
て
は
、
幕
府
の
保
護
政
策
が
強
化
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。

　

一
三
世
紀
最
末
期
以
降
の
鎌
倉
幕
府
が
、
私
請
所
の
保
護
政
策
を
後
退
さ
せ
た
こ

と
自
体
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
幕
府
自
身
の
政

治
体
制
や
、
当
該
期
の
公
武
関
係
、
公
武
の
国
衙
領
・
神
領
・
本
所
領
・
御
家
人
所

領
政
策
な
ど
を
詳
細
に
詰
め
た
上
で
評
価
を
下
す
必
要
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
れ

ら
を
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
（
11
（

。

　

し
か
し
、
当
該
期
の
鎌
倉
幕
府
が
、
私
請
所
の
保
護
を
無
条
件
に
放
棄
し
た
と
は

い
え
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、地
頭
請
所
を
介
し
て
撫
民
政
策
・

荘
園
制
維
持
政
策
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
幕
府
の
指
向
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
（
11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
幕
府
の
指
向
は
、
朝
廷
・
寺
社
勢
力
の
介
入
を
受
け
な
い
関
東
御
領

で
は
、
鎌
倉
最
末
期
に
至
っ
て
も
維
持
さ
れ
て
い
た
。

　【
史
料
9
】（
表
№
（（
・
（（
）　

　

信
濃
国
奥
春
近
領
志
久
見
郷
地
頭
等
申
年
貢
事

右
、
近
符
・
伊
那
春
近
分
者
、
去
永
仁
三
年
有
二
其
沙
汰
一
、
以
二
撫
民
之
儀
一
、

可
レ
為
二
地
頭
請
所
一
之
由
、
被
二
仰
下
一
畢
、
於
二
自
今
以
後
一
者
、
准
二
近
符
・

伊
那
之
例
一
、
可
レ
令
レ
究–

二

済
段
別
銭
貨
弐
百
文
一
者
、
依
二
鎌
倉
殿
仰
一
、
下

知
如
レ
件
、

　
　
　
　



正
安
二
年
十
一
月
八
日　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

陸
奥
守（
大
仏
宣
時
（

平
朝
臣
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
模
守（
北
条
貞
時
（

平
朝
臣
（
花
押
）



【
史
料
（
】
は
、
信
濃
国
奥
春
近
領
に
位
置
す
る
志
久
見
郷
の
地
頭
の
要
求
を
受

け
た
鎌
倉
幕
府
が
、
永
仁
三
年
（
一
二
九
五
）
に
な
さ
れ
た
同
国
近
符
春
近
・
伊
那

春
近
の
例
に
し
た
が
っ
て
「
撫
民
の
儀
を
も
っ
て
」
地
頭
請
所
と
し
、
段
別
二
〇
〇

文
の
年
貢
を
賦
課
す
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
春
近
領
は
、
美
濃
・
信
濃
・

上
野
な
ど
に
分
布
す
る
平
家
没
官
領
の
系
譜
を
引
く
国
衙
領
で
あ
り
、
関
東
御
領
と

考
え
ら
れ
る
（
11
（

。
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こ
の
事
例
で
は
、
信
濃
国
春
近
領
（
近
符
春
近
・
伊
那
春
近
・
奥
春
近
）
で
「
撫

民
」
の
た
め
の
地
頭
請
所
設
定
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
、
預
所
の

入
部
を
停
止
し
て
地
頭
に
年
貢
納
入
責
任
を
負
わ
せ
る
、
寛
喜
の
飢
饉
の
影
響
下
で

と
ら
れ
た
地
頭
請
所
設
定
と
同
じ
方
式
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉
幕
府
は
、
地
頭
請
所
の
設

定
が
「
撫
民
」
政
策
で
あ
る
こ
と
を
、
一
三
世
紀
最
末
期
に
い
た
る
ま
で
意
識
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
五
章
に
わ
た
っ
て
、
鎌
倉
幕
府
の
地
頭
請
所
政
策
の
推
移
を
跡
づ
け
て
き

た
。
そ
の
内
容
を
整
理
し
て
、
結
論
と
し
た
い
。

①　

鎌
倉
幕
府
は
、
治
承
・
寿
永
の
内
乱
（
お
よ
び
鎌
倉
初
期
の
政
争
）
の
戦
後
処

理
に
あ
た
っ
て
、
東
国
と
北
陸
（
の
一
部
）
で
は
、
地
頭
を
媒
介
と
し
て
地
域
復

興
と
荘
園
制
の
再
建
政
策
を
実
施
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
政
策
の
一
環
と
し
て

東
国
に
関
東
口
入
請
所
が
多
く
設
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
地
頭
を
介
し
た
幕
府
の
地

域
復
興
・
荘
園
制
の
維
持
政
策
を
察
知
し
た
都
市
領
主
た
ち
が
、
当
該
地
域
の
地

頭
と
請
所
契
約
を
結
び
、
収
益
の
維
持
を
図
っ
た
ケ
ー
ス
も
見
出
さ
れ
る
。

②　

寛
喜
の
飢
饉
後
、
そ
れ
へ
の
対
応
策
と
し
て
関
東
御
領
・
北
条
氏
領
に
お
け
る

地
頭
（
代
）
請
所
の
設
置
が
展
開
し
た
。
幕
府
は
知
行
年
紀
法
の
地
頭
請
所
へ
の

拡
大
適
用
と
「
寛
喜
以
後
請
所
」
の
保
護
に
よ
っ
て
、
私
請
所
の
保
護
も
指
向
し

た
。
そ
の
背
景
に
は
、
地
頭
請
所
を
撫
民
政
策
・
荘
園
制
維
持
の
政
策
実
施
の
拠

り
所
と
す
る
幕
府
の
指
向
が
あ
っ
た
。

③　

一
三
世
紀
末
か
ら
、
幕
府
の
地
頭
請
所
保
護
政
策
は
、
私
請
所
に
関
す
る
限
り

相
対
的
に
後
退
す
る
。
し
か
し
、
地
頭
請
所
を
撫
民
・
荘
園
制
を
維
持
す
る
拠
り

所
と
す
る
鎌
倉
幕
府
の
指
向
に
は
変
化
は
見
い
だ
せ
な
い
。

　

以
上
の
検
討
を
通
じ
て
、
鎌
倉
幕
府
が
治
承
・
寿
永
内
乱
以
降
、
お
そ
ら
く
幕
府

滅
亡
ま
で
一
貫
し
て
地
頭
請
所
を
荘
園
制
を
維
持
す
る
拠
り
所
と
し
て
位
置
づ
け
て

い
た
こ
と
、
寛
喜
の
飢
饉
以
降
、
幕
府
滅
亡
ま
で
、
撫
民
政
策
の
拠
り
所
と
し
て
も

位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
え
た
と
考
え
る
。

　

し
か
し
、
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
。
さ
き
に
も
ふ
れ
た
と
お
り
、
一
三
世
紀
最
末

期
以
降
、
幕
府
が
私
請
所
保
護
政
策
を
後
退
さ
せ
た
具
体
的
な
契
機
に
つ
い
て
は
、

検
討
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、
佐
々
木
銀
弥
氏
が
行
っ
た
地
頭
請

所
の
分
類
は
、
寄
進
地
系
荘
園
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
た
（
11
（

。
し
か
し
、「
立
荘
論
」

に
代
表
さ
れ
る
近
年
の
荘
園
制
研
究
は
、
寄
進
地
系
荘
園
の
存
在
自
体
を
相
対
化
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
近
年
の
研
究
動
向
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
地
頭
請
所
の
類

型
や
、
そ
も
そ
も
請
所
が
ど
の
よ
う
に
し
て
発
生
し
た
の
か
と
い
う
問
題
も
再
検
討

の
対
象
と
な
る
で
あ
ろ
う
。こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
は
後
考
を
俟
つ
こ
と
と
し
て
、

本
稿
を
終
え
た
い
。

註（
1
）　

八
代
「
請
所
の
研
究
」（
同
『
國
史
叢
説
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
二
五
年
）、
三
浦
周
行
「
鎌

倉
時
代
の
土
地
制
度
」（
同
『
続
法
制
史
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
二
五
年
）、
舟
越
康
寿
「
請

所
の
研
究
」（『
社
会
経
済
史
学
』
五
―
一
一
、
一
九
三
六
年
）。

（
2
）　

牧
野
信
之
助
「
荘
園
に
於
け
る
請
負
」（『
史
学
雑
誌
』
四
八
―
一
・
二
、
一
九
三
六
年
）、

竹
内
理
三
「
変
質
期
に
於
け
る
荘
園
と
武
士
」（『
歴
史
学
研
究
』
七
―
五
、
一
九
三
七
年
）
な

ど
。

（
3
）　

今
井
『
日
本
荘
園
制
論
』（
三
笠
書
房
、
一
九
三
九
年
）、
小
野
『
日
本
庄
園
制
史
論
』
有
斐

閣
、
一
九
四
三
年
）。

（
（
）　

佐
々
木
「
地
頭
請
所
の
諸
問
題
」（『
経
済
学
季
報
』
九
―
一
・
二
、
一
九
五
九
年
）。

（
（
）　

安
田
「
地
頭
請
所
と
下
地
中
分
」（
同
『
地
頭
及
び
地
頭
領
主
制
の
研
究
』
第
八
章
四
、
山

川
出
版
社
、
一
九
六
一
年
）。

（
（
）　

小
泉
「
地
頭
請
に
関
す
る
一
考
察
」（『
日
本
歴
史
』
二
九
八
、
一
九
七
三
年
）。

（
（
）　

佐
々
木
「
鎌
倉
幕
府
の
地
頭
請
所
政
策
に
つ
い
て
」（
御
家
人
制
研
究
会
編
『
御
家
人
制
の

研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）。

（
（
）　

島
田
『
日
本
中
世
の
領
主
制
と
村
落　

上
巻
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）。
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（
（
）　

高
橋
裕
次
「
東
国
に
お
け
る
荘
園
・
国
衙
領
年
貢
の
幕
府
請
負
制
に
つ
い
て
」（『
中
央
史

学
』
六
、
一
九
八
三
年
）。
な
お
、
工
藤
敬
一
氏
は
、
鎌
倉
幕
府
が
荘
郷
地
頭
制
を
「
荘
園
制

の
守
護
者
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
指
向
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
早
く
に
指
摘
し
て
い
た
（「
荘

園
制
の
展
開
」〈
同
『
荘
園
制
社
会
の
基
本
構
造
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
初
出
一
九
七

五
年
〉）。

（
10
）　

稲
葉「
鎌
倉
後
期
の『
国
衙
興
行
』・『
国
衙
勘
落
』」（『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集　

史
学
』

三
七
、
一
九
九
一
年
）。

（
11
）　

高
橋
一
樹
「
院
御
願
寺
領
の
成
立
と
展
開
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
〇

八
、
二
〇
〇
三
年
）、
同
「
荘
園
制
の
変
質
と
公
武
権
力
」（『
歴
史
学
研
究
』
七
九
四
、
二
〇

〇
四
年
）。

（
12
）　

井
原
「
生
業
論
か
ら
み
た
富
と
貧
困
の
淵
源
」（
同
編
『
生
活
と
文
化
の
歴
史
学
3　

富
裕

と
貧
困
』
竹
林
舎
、
二
〇
一
三
年
）、「
中
世
質
経
済
の
展
開
と
徳
政
令
」（
同
『
中
世
日
本
の

信
用
経
済
と
徳
政
令
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
）。

（
13
）　

和
歌
山
中
世
荘
園
調
査
会
編
『
中
世
探
訪　

紀
伊
国
南
部
荘
と
高
田
土
居
―
検
注
を
拒
否
し

た
人
々
―
』（
二
〇
〇
一
年
）、
同
編
『
中
世
再
現　

一
二
四
〇
年
の
荘
園
景
観
―
南
部
荘
に
生

き
た
人
々
―
』（
二
〇
〇
二
年
）、
坂
本
亮
太
「
地
頭
請
所
の
在
地
事
情
」（『
鎌
倉
遺
文
研
究
』

三
四
、
二
〇
一
四
年
）
な
ど
。

（
1（
）　

本
稿
で
は
、「
荘
園
制
」
と
い
う
用
語
を
、
中
世
荘
園
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
都
市
領

主
の
地
方
支
配
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
使
用
し
、
荘
園
制
を
支
え
る
土
地
制
度
に
つ
い
て
は
「
荘

園
公
領
制
」
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
。

（
1（
）　

薩
摩
国
御
家
人
国
分
氏
が
承
元
年
間
以
来
請
所
と
し
て
い
た
薩
摩
国
国
分
寺
留
守
職
（
上
級

領
主
は
菅
原
氏
・
大
宰
府
安
楽
寺
、『
鎌
倉
遺
文
』
三
七
―
二
八
五
〇
二
・
二
八
六
〇
四
号
）

の
よ
う
な
事
例
は
、
私
請
所
と
み
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
鎌
倉
幕
府
の
進
止
下
に
あ
る

地
頭
職
と
区
別
し
、
本
稿
で
は
原
則
と
し
て
検
討
の
対
象
外
と
す
る
。

（
1（
）　

私
請
所
と
関
東
口
入
請
所
を
厳
密
に
区
分
す
る
こ
と
が
難
し
い
事
例
が
い
く
つ
か
あ
る
。
承

久
没
収
地
で
あ
り
、
下
司
請
を
継
承
し
て
地
頭
請
所
と
な
っ
た
紀
伊
国
南
部
荘
の
年
貢
請
料
が

関
東
下
知
状
で
決
定
さ
れ
た
事
例
（
№
21
）、
越
中
国
川
口
保
・
曾
禰
保
・
八
代
保
・
東
条
保

の
地
頭
ら
が
九
条
家
に
東
福
寺
領
と
し
て
の
地
頭
請
所
を
申
請
し
た
こ
と
を
受
諾
し
た
旨
、
九

条
道
家
が
子
息
で
も
あ
る
鎌
倉
殿
の
九
条
頼
経
に
伝
え
、
頼
経
が
そ
れ
を
承
諾
し
た
事
例
（
№　

32
～
3（
）
が
該
当
す
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
の
場
合
は
「
私
請
所
」
と
し
、
幕
府
の
関
与
の
あ

り
方
を
備
考
欄
に
示
し
た
。　

（
1（
）　

こ
の
地
域
区
分
に
つ
い
て
は
、
熊
谷
隆
之
「
鎌
倉
幕
府
支
配
の
西
国
と
東
国
」（
川
岡
勉
編

『
戎
光
祥
中
世
史
論
集
第
一
巻　

中
世
の
西
国
と
東
国
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

熊
谷
氏
は
、
鎌
倉
幕
府
支
配
区
分
と
し
て
の
西
国
・
東
国
は
、
初
期
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
次
元
で

流
動
的
に
併
存
し
、
東
西
に
両
属
す
る
「
東
西
境
界
帯
」
と
い
う
べ
き
国
々
が
存
在
し
て
い
た

こ
と
、
こ
の
「
東
西
境
界
帯
」
を
隔
て
て
《
西
国
》・《
東
国
》（
関
東
と
六
波
羅
探
題
の
管
轄

範
囲
）
の
原
型
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
鎌
倉
幕
府
の
「
東
国
行
政
権
」（「
国
衙

在
庁
指
揮
権
」）
の
お
よ
ぶ
「
東
国
」（
佐
藤
進
一
「
寿
永
二
年
十
月
の
宣
旨
に
つ
い
て
」〈
同

『
日
本
中
世
史
論
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
初
出
一
九
五
九
年
〉）
と
、
関
東
（
鎌
倉
幕

府
当
局
）
の
管
轄
対
象
と
し
て
の
《
東
国
》
が
完
全
に
一
致
す
る
か
ど
う
か
は
確
言
で
き
な
い

が
、
両
者
が
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
ま
で
は
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、《
西

国
》・《
東
国
》
と
い
う
区
分
の
歴
史
的
起
点
は
、
幕
府
の
「
東
国
行
政
権
」
が
朝
廷
に
認
め
ら

れ
た
寿
永
二
年
十
月
宣
旨
で
あ
り
（
佐
藤
進
一
『
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
三
年
、
初
版
一
九
四
三
年
）、
ま
た
、
治
承
・
寿
永
の
内
乱
の
過
程
で
推
し
進
め
ら
れ

た
東
国
・
北
陸
に
お
け
る
幕
府
権
力
の
軍
事
行
動
・
戦
後
処
理
軍
政
で
も
あ
っ
た
（
川
合
康

「
治
承
・
寿
永
の
『
戦
争
』
と
鎌
倉
幕
府
」〈
同
『
鎌
倉
幕
府
成
立
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
二

〇
〇
四
年
、
初
出
一
九
九
一
年
〉）
と
考
え
る
。

　
　
　

註
（
（
）
島
田
著
書
の
よ
う
に
、
地
頭
請
所
の
分
布
を
考
え
る
際
、
畿
内
よ
り
東
を
「
東
国

地
方
」
と
す
る
区
分
も
あ
り
え
る
が
、
鎌
倉
幕
府
の
指
向
を
検
討
対
象
と
す
る
本
稿
で
は
、
幕

府
支
配
の
過
程
で
形
成
さ
れ
た
地
域
区
分
を
よ
り
重
視
す
る
こ
と
に
し
た
。

（
1（
）　

石
井
進
『
日
本
中
世
国
家
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
）、
大
山
喬
平
「
鎮
西
地

頭
の
成
敗
権
」（『
史
林
』
六
一
―
一
、
一
九
七
八
年
）、
工
藤
敬
一
「
鎮
西
に
お
け
る
鎌
倉
幕

府
地
頭
制
の
成
立
」（
同
『
荘
園
公
領
制
の
成
立
と
内
乱
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
二
年
、
初

出
一
九
八
一
年
）、
清
水
亮
「
鎌
倉
期
九
州
の
国
御
家
人
統
制
と
惣
地
頭
」・「
鎌
倉
時
代
の
惣

地
頭
・
小
地
頭
間
相
論
と
鎌
倉
幕
府
」（
同
『
鎌
倉
幕
府
御
家
人
制
の
政
治
史
的
研
究
』
校
倉

書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
前
者
初
出
二
〇
〇
六
年
、
後
者
原
形
初
出
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
。

（
1（
）　

以
上
、「
東
国
」
に
お
け
る
地
頭
請
所
・
関
東
口
入
請
所
の
多
さ
、
鎌
倉
末
期
に
お
け
る
和

与
・
和
与
裁
許
の
請
所
の
増
加
と
い
っ
た
傾
向
は
、
註
（
（
）
佐
々
木
論
文
、
註
（
（
）
島
田

著
書
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
。

（
20
）　

註
（
（
）
佐
々
木
論
文
。

（
21
）　

註
（
（
）
高
橋
裕
次
論
文
。

（
22
）　

上
横
手
雅
敬
「
鎌
倉
幕
府
と
公
家
政
権
」（
同
『
鎌
倉
時
代
政
治
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
一
年
、
初
出
一
九
七
五
年
）。

（
23
）　

川
合
康
「
鎌
倉
幕
府
荘
郷
地
頭
制
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
性
格
」（
註
（
1（
）
川
合
著
書
所
収
、

初
出
一
九
八
六
年
）。

（
2（
）　

註
（
1（
）
川
合
論
文
。

（
2（
）　
『
吾
妻
鏡
』
文
治
五
年
二
月
三
〇
日
条
。

（
2（
）　

鈴
木
哲
雄
「
中
世
東
国
の
開
発
と
検
注
」（
同
『
中
世
日
本
の
開
発
と
百
姓
』
岩
田
書
院
、

二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
八
八
年
）。

（
2（
）
高
橋
秀
樹
「
請
所
化
さ
れ
た
国
衙
領
と
そ
の
地
頭
」（
同
『
三
浦
一
族
の
研
究
』
第
六
章
一
、

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
、
初
出
二
〇
一
一
年
）。

（
2（
）　

井
原
今
朝
男
氏
は
、【
史
料
2
】・【
史
料
3
】
か
ら
地
頭
請
所
が
年
貢
代
納
制
に
組
み
込
ま
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れ
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
註
（
12
）
井
原
「
生
業
論
か
ら
み
た
富
と
貧

困
の
淵
源
」・「
中
世
質
経
済
の
展
開
と
徳
政
令
」）。
そ
の
指
摘
自
体
に
は
賛
意
を
表
す
る
が
、

【
史
料
2
】
の
解
釈
に
つ
い
て
は
従
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
井
原
氏
は
土
屋
義
清
が
請
所
の
負

担
に
耐
え
ら
れ
ず
、
請
所
停
止
を
幕
府
に
提
訴
し
た
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
解
釈
し
て
い

る
。
し
か
し
、【
史
料
2
】
の
大
意
は
「
義
清
は
請
所
と
し
て
毎
年
怠
け
る
こ
と
な
く
准
布
六

〇
〇
段
を
京
庫
に
納
め
、
返
抄
も
得
て
い
る
。
そ
の
方
式
を
な
ぜ
変
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
。

と
く
に
武
射
北
郷
は
近
年
荒
廃
し
、
見
作
田
は
僅
か
に
八
町
あ
ま
り
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
の

よ
う
な
「
無
足
」
の
状
態
で
も
規
定
通
り
の
年
貢
を
弁
済
し
て
い
る
。
な
ぜ
請
所
の
名
を
改
め

る
べ
き
な
の
か
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、「
無
足
の
弁
え
」
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
請
所
を
維

持
す
る
最
大
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
地
頭
義
清
が
請
所
の
維
持
（
あ

る
い
は
回
復
）
の
た
め
、
上
級
領
主
に
対
抗
し
て
な
さ
れ
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
註
（
2（
）
高
橋
秀
樹
論
文
で
示
さ
れ
た
【
史
料
2
】
の
解
釈
が
正
し
い
と
私
は
考
え

る
。

（
2（
）　

大
山
「
本
領
安
堵
地
頭
と
修
験
の
市
庭
」（
日
本
海
史
編
纂
事
務
局
編
『
日
本
海
地
域
の
歴

史
と
文
化
』
文
献
出
版
、
一
九
七
九
年
）。

（
30
）　

註
（
1（
）
川
合
論
文
。

（
31
）　

註
（
1（
）
参
照
。

（
32
）　

こ
の
間
の
経
緯
は
、
田
村
裕
「
鎌
倉
期
の
奥
山
荘
」（『
中
条
町
史　

通
史
編
』
第
二
編
第
二

章
、
二
〇
〇
四
年
）
に
よ
る
。

（
33
）　

高
橋
一
樹
「
鎌
倉
時
代
の
小
泉
荘
」（『
村
上
市
史　

通
史
編
1　

原
始
・
古
代
・
中
世
』
第

五
章
、
一
九
九
九
年
）
で
は
、
中
御
門
宗
家
の
後
家
が
八
条
院
に
寄
せ
、
さ
ら
に
八
条
院
が
宗

家
の
息
女
京
極
局
に
与
え
た
荘
園
（『
明
月
記
』
元
久
二
年
八
月
三
日
条
）
を
越
後
国
小
泉
荘

に
比
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
遠
藤
基
郎
氏
は
、
金
剛
心
院
が
八
条
院
で
は
な
く
、
後

白
河
・
後
鳥
羽
と
い
っ
た
一
二
世
紀
末
か
ら
一
三
世
紀
第
一
四
半
期
の
治
天
に
伝
領
さ
れ
、
承

久
の
乱
後
は
御
高
倉
院
と
そ
の
息
女
の
系
統
が
伝
領
し
、
鎌
倉
末
期
に
は
大
覚
寺
統
が
領
し
た

と
し
て
い
る
（
同
「
鳥
羽
金
剛
心
院
領
ノ
ー
ト
」〈『
年
報
中
世
史
研
究
』
三
九
、
二
〇
一
四

年
〉）。
小
泉
荘
領
家
職
に
つ
い
て
は
、
一
条
家
に
嫁
い
だ
京
極
局
か
ら
同
家
に
伝
領
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
（
高
橋
一
樹
前
掲
論
文
、
遠
藤
前
掲
論
文
）。
本
家
で
あ
る
金
剛
心
院
の
伝
領
過

程
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
氏
の
所
説
に
従
う
。

（
3（
）　

註
（
32
）
田
村
論
文
。

（
3（
）　

田
村
裕
「
平
安
後
期
の
奥
山
荘
周
辺
」（
註
（
32
）『
中
条
町
史　

通
史
編
』
第
二
編
第
一

章
）、
註
（
33
）
高
橋
一
樹
論
文
、
高
橋
一
樹
「
小
泉
荘
の
成
立
と
展
開
」（
註
（
33
）『
村
上

市
史　

通
史
編
1
』
第
四
章
）
な
ど
。

（
3（
）　

治
承
・
寿
永
内
乱
と
そ
の
後
の
飢
饉
に
よ
っ
て
白
河
荘
が
こ
う
む
っ
た
被
害
に
つ
い
て
は
、

浅
香
年
木
「
義
仲
軍
団
崩
壊
後
の
北
陸
道
」（
同
『
治
承
・
寿
永
の
内
乱
論
序
説　

北
陸
の
古

代
と
中
世
2
』
第
三
編
第
一
章
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
一
年
）、
川
合
康
「
治
承
・
寿

永
の
内
乱
と
地
域
社
会
」（
註
（
1（
）
川
合
著
書
所
収
、
初
出
一
九
九
九
年
）、
井
原
今
朝
男

「
災
害
と
開
発
の
税
制
史
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
一
八
、
二
〇
〇
四
年
）

参
照
。

（
3（
）　
「
新
編
追
加
」
延
応
元
年
四
月
十
七
日
関
東
制
符
写
（『
鎌
倉
遺
文
』
八
―
五
四
一
八
号
）。

追
加
法
集
に
収
録
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
か
ら
、
写
と
判
断
し
、
文
書
名
を
補
訂
し
た
。
以
下
、

同
じ
（
あ
る
い
は
類
似
し
た
）
性
格
の
史
料
群
に
収
録
さ
れ
た
文
書
は
、
同
様
の
方
針
で
文
書

名
を
補
訂
す
る
。

（
3（
）　

註
（
3（
）
史
料
を
ふ
く
む
、
寛
喜
の
飢
饉
に
対
す
る
鎌
倉
幕
府
の
対
策
に
つ
い
て
は
、
大
山

喬
平
『
日
本
の
歴
史
（　

鎌
倉
幕
府
』（
小
学
館
、
一
九
七
四
年
）、
磯
貝
富
士
男
『
日
本
中
世

奴
隷
制
論
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）、
西
谷
地
晴
美
「
中
世
前
期
の
災
害
と
立
法
」（
同

『
日
本
中
世
の
気
候
変
動
と
土
地
所
有
』
校
倉
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
初
出
一
九
九
八
年
）、
拙

稿
「
鎌
倉
期
地
頭
領
主
の
成
立
と
荘
園
制
」（
註
（
1（
）
拙
著
所
収
、
初
出
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
。

（
3（
）　

石
井
進
「
関
東
御
領
研
究
ノ
ー
ト
」（『
石
井
進
著
作
集　

第
四
巻　

鎌
倉
幕
府
と
北
条
氏
』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
一
九
八
一
年
）。

（
（0
）　
「
宗
像
神
社
文
書
」
寛
喜
三
年
四
月
五
日
官
宣
旨
（『
鎌
倉
遺
文
』
六
―
四
一
二
一
号
）。

（
（1
）　

註
（
（
）
佐
々
木
論
文
。

（
（2
）　

石
井
「
一
四
世
紀
初
頭
に
お
け
る
在
地
領
主
法
の
一
形
態
」（
註
（
1（
）
石
井
著
書
所
収
、

初
出
一
九
五
九
年
）、
註
（
3（
）
石
井
論
文
。
宗
像
社
領
に
つ
い
て
は
、
河
窪
奈
津
子
「
中
世

宗
像
社
領
に
関
す
る
一
考
察
」（
川
添
昭
二
編
『
九
州
中
世
史
研
究
第
三
輯
』
文
献
出
版
、
一

九
八
二
年
）、
正
木
喜
三
郎
「
鎌
倉
時
代
の
宗
像
」（『
宗
像
市
史
通
史
編　

第
二
巻　

古
代
・

中
世
・
近
世
』、
一
九
九
九
年
）
な
ど
も
参
照
。

（
（3
）　

註
（
（0
）
史
料
も
参
照
。

（
（（
）　

武
蔵
国
西
熊
谷
郷
に
お
け
る
地
頭
請
所
の
設
定
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
大
井
教
寛
「
鶴
岡
八

幡
宮
領
武
蔵
国
熊
谷
郷
に
お
け
る
請
所
」（
高
橋
修
編
『
シ
リ
ー
ズ
・
中
世
関
東
武
士
の
研
究

第
2（
巻　

熊
谷
直
実
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
九
年
、
初
出
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。
な
お
、
西

熊
谷
郷
の
領
域
構
成
に
つ
い
て
は
、
高
橋
修
「
総
論　

熊
谷
直
実
研
究
の
到
達
点
と
新
た
な
課

題
」（
前
掲
『
熊
谷
直
実
』）
参
照
。
熊
谷
平
内
左
衛
門
二
郎
の
人
名
比
定
に
つ
い
て
は
、
柴
﨑

啓
太
「
鎌
倉
御
家
人
熊
谷
氏
の
系
譜
と
仮
名
」（
前
掲
『
熊
谷
直
実
』
所
収
、
初
出
二
〇
〇
七

年
）
参
照
。

（
（（
）　

石
井
進
「
関
東
御
領
覚
え
書
」（
註
（
3（
）
石
井
著
書
、
初
出
一
九
八
三
年
）。

（
（（
）　

註
（
3（
）
拙
稿
。
な
お
、
髙
橋
傑
氏
は
、
拙
稿
を
ふ
ま
え
つ
つ
一
三
世
紀
前
半
に
地
頭
請
所

の
事
例
が
増
加
す
る
現
象
を
指
摘
し
、「
地
頭
の
荘
園
経
営
が
評
価
さ
れ
、
請
所
契
約
が
盛
ん

に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
評
価
し
て
い
る
（「
下
地
中
分
再
論
」〈
同
『
中
世
荘
園
の
検
注
と
景

観
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
二
年
、
初
出
二
〇
一
八
年
〉）。
こ
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
本

文
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
当
該
期
に
は
地
頭
請
所
契
約
の
解
約
を
め
ざ
す
荘
園
領
主
側
の
指
向

も
見
出
さ
れ
る
こ
と
、
髙
橋
氏
と
私
と
で
は
地
頭
請
所
事
例
の
検
出
・
計
上
の
方
針
が
異
な
っ
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て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
ま
た
鎌
倉
幕
府
の
地
頭
請
所
政
策
を
中
心
に
据
え
た
拙
稿
の
趣
旨

と
髙
橋
氏
の
視
角
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
全
面
的
に
は
賛
同
は
で
き
ず
、
ま
た
髙
橋
氏

の
所
説
に
対
す
る
本
格
的
な
検
討
も
他
日
を
期
し
た
い
。
な
お
佐
藤
雄
基
氏
は
、
註
（
3（
）
拙

稿
や
髙
橋
傑
氏
前
掲
論
文
な
ど
を
ふ
ま
え
つ
つ
、「
概
し
て
い
え
ば
、
地
頭
の
存
在
は
、
荘
園

領
主
に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト
と
も
な
り
え
た
の
で
あ
る
」
と
評
価
し
て
い
る
（「
鎌
倉
期
の
地
頭

と
荘
園
制
」〈
鎌
倉
佐
保
・
木
村
茂
光
・
高
木
徳
郎
編
『
荘
園
研
究
の
論
点
と
展
望
』
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
二
三
年
〉）。

（
（（
）　
【
史
料
（
】・【
史
料
（
】
は
『
青
森
県
史　

資
料
編　

中
世
1　

南
部
氏
関
係
資
料
』
所
収

史
料
を
底
本
と
し
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
で
確
認
し
た
。
な
お
、
津
軽
曾
我
氏

に
つ
い
て
は
小
口
雅
史
「
津
軽
曽
我
氏
の
基
礎
的
研
究
」（『
弘
前
大
学
國
史
研
究
』
八
九
、
一

九
九
〇
年
）
を
参
照
。

（
（（
）　

以
上
、
茜
部
荘
と
地
頭
長
井
氏
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
網
野
善
彦
「
荘
園
公
領
制
の
形
成
と

そ
の
盛
衰
―
東
大
寺
領
茜
部
荘
を
中
心
に
―
」（
同
『
日
本
中
世
土
地
制
度
史
の
研
究
』
第
二

部
第
三
章
第
一
節
、
塙
書
房
、
一
九
九
一
年
、
原
形
初
出
一
九
八
〇
年
）、
小
泉
宜
右
「
地
頭

請
に
関
す
る
一
考
察
」（『
日
本
歴
史
』
二
九
八
、
一
九
七
三
年
）
参
照
。
な
お
、
茜
部
荘
を
め

ぐ
る
東
大
寺
と
地
頭
の
相
論
は
、
論
点
を
変
え
つ
つ
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
継
続
し
た
（
そ
の
推

移
に
つ
い
て
は
前
掲
網
野
論
文
参
照
）。

（
（（
）　

註
（
（
）
佐
々
木
論
文
。
な
お
、
こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
紀
伊
国
阿
弖
河
荘
雜
掌
と
地
頭

湯
浅
宗
親
の
相
論
で
地
頭
側
が
提
出
し
た
謀
書
と
論
難
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
、
文
永
五

年
当
時
の
六
波
羅
探
題
北
条
時
茂
が
左
近
将
監
か
ら
陸
奥
守
に
転
任
し
た
の
が
文
永
四
年
一
〇

月
二
〇
日
で
あ
る
こ
と
、
南
方
探
題
の
北
条
時
輔
が
名
充
人
と
し
て
併
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い

う
二
点
で
あ
る
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
六
―
一
二
三
五
四
・
一
二
三
六
九
号
）。
し
か
し
、
六
波
羅

探
題
が
、
こ
の
文
書
の
趣
意
を
認
め
て
い
る
以
上
、
内
容
自
体
は
正
し
い
と
み
る
べ
き
で
あ

る
。「
五
」
と
「
九
」
の
崩
し
字
が
似
て
い
る
た
め
、年
号
を
書
写
す
る
際
に
「
九
」
か
ら
「
五
」

へ
の
錯
誤
が
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
仮
に
文
永
九
年
の
写
し
間
違
い
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、

「
陸
奥
左
近
大
夫
将
監
殿
」
は
北
条
（
赤
橋
）
義
宗
に
比
定
さ
れ
る
。
山
本
信
吉
編
『
高
野
山

正
智
院　

経
蔵
史
料
集
成
一　

正
智
院
文
書
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
）
に
載
せ
ら
れ

た
当
該
文
書
の
写
真
（
図
版
2（
）
に
よ
る
と
、
明
確
に
「
文
永
五
年
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
年

号
の
誤
写
に
つ
い
て
は
可
能
性
の
提
示
に
と
ど
ま
る
。
な
お
、
こ
の
文
書
の
年
次
が
文
永
九
年

の
誤
り
で
あ
っ
た
可
能
性
は
『
中
世
法
制
史
料
集　

第
一
巻　

鎌
倉
幕
府
法
』「
補
遺
（
二
）

并
訂
正
」
第
二
部
追
加
法
八
号
（
岩
波
書
店
）
で
既
に
示
さ
れ
て
い
る
（
本
稿
で
は
二
〇
〇
二

年
出
版
の
第
一
六
刷
を
参
照
）。
こ
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
正
男
「
中
世
法
と
中
世
国
家
―

『
中
世
法
制
史
料
集
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
年
報
中
世
史
研
究
』
四
五
、
二
〇
二
〇
年
）
も
参

照
し
た
。

（
（0
）　

管
見
に
入
っ
た
、「
自
今
以
後
」
文
言
を
持
つ
寛
喜
二
・
三
年
の
幕
府
法
お
よ
び
幕
府
が
施

行
し
た
と
思
わ
れ
る
宣
旨
の
う
ち
、
採
用
で
き
る
も
の
は
以
下
の
通
り
。「
新
編
追
加
」
寛
喜

二
年
十
一
月
七
日
関
東
御
教
書
写
（『
鎌
倉
遺
文
』
六
―
四
〇
四
六
号
）、「
新
編
追
加
」
寛
喜

三
年
五
月
一
三
日
関
東
御
教
書
写
（『
鎌
倉
遺
文
』
六
―
四
一
四
三
号
・
四
一
四
四
号
）、「
新

編
追
加
」
寛
喜
三
年
六
月
六
日
関
東
御
教
書
写
（『
鎌
倉
遺
文
』
六
―
四
一
六
〇
号
）、「
新
編

追
加
」
寛
喜
三
年
六
月
九
日
後
堀
河
天
皇
宣
旨
写
（『
鎌
倉
遺
文
』
六
―
四
一
六
三
号
）。

（
（1
）　
「
新
編
追
加
」
延
応
元
年
五
月
一
日
関
東
御
教
書
写
（『
鎌
倉
遺
文
』
八
―
五
二
四
六
号
）。

（
（2
）　

地
頭
請
所
の
存
否
を
め
ぐ
る
茜
部
荘
の
相
論
に
あ
た
っ
て
、
六
波
羅
探
題
は
「
当
庄
は
、
寛

喜
以
前
往
古
請
所
た
る
の
上
は
、
顛
倒
の
儀
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
判
決
を
出
し
て
い
る
。

こ
の
表
現
は
、
一
見
「
寛
喜
以
後
」
を
重
視
す
る
幕
府
（
六
波
羅
探
題
）
の
判
断
と
矛
盾
す
る

か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
「
寛
喜
」
と
い
う
時
間
的
基
準
を
意
識
し
つ
つ
知
行
年
紀
に

基
づ
く
「
往
古
請
所
」
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
（3
）　

高
橋
一
樹
氏
は
、「
関
東
御
口
入
請
所
」
を
と
も
な
う
幕
府
直
轄
領
の
支
配
シ
ス
テ
ム
を
核

と
し
て
、
御
家
人
所
領
一
般
に
ま
で
荘
園
所
務
の
維
持
機
能
が
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
を
論
じ

て
い
る
（
註
（
11
）
高
橋
一
樹
「
荘
園
制
の
変
質
と
公
武
権
力
」）。「
関
東
御
口
入
請
所
」
を

核
と
し
て
御
家
人
の
荘
園
所
務
維
持
機
能
が
拡
大
し
た
こ
と
自
体
は
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
範

囲
は
地
頭
職
ま
で
で
あ
り
、
本
来
、
本
所
進
止
下
に
あ
っ
た
荘
公
下
職
に
ま
で
は
及
ば
な
い
と

考
え
る
（
拙
稿
「
鎌
倉
幕
府
御
家
人
役
賦
課
制
度
の
展
開
と
『
関
東
御
領
』」
の
註
（
（3
）〈
註

（
1（
）
拙
著
所
収
、
原
形
初
出
二
〇
〇
二
・
二
〇
〇
四
年
〉）。

（
（（
）　

註
（
（
）
佐
々
木
論
文
。

（
（（
）　

註
（
（
）
佐
々
木
論
文
。

（
（（
）　

註
（
10
）
稲
葉
論
文
。

（
（（
）　

幕
府
に
よ
る
私
請
所
保
護
政
策
が
相
対
的
に
後
退
す
る
一
方
で
、
本
所
側
が
領
家
の
荘
務
を

排
除
し
、
地
頭
請
所
の
直
納
に
よ
っ
て
本
所
年
貢
を
維
持
す
る
動
き
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
註

（
11
）
高
橋
一
樹
「
荘
園
制
の
変
質
と
公
武
権
力
」）。

（
（（
）　

幕
府
は
、
関
東
口
入
請
所
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
時
代
を
通
し
て
維
持
し
続
け
た
（
註
（
11
）

高
橋
一
樹
「
荘
園
制
の
変
質
と
公
武
権
力
」）。
高
橋
一
樹
氏
も
意
識
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る

が
、
こ
の
よ
う
な
幕
府
政
策
の
背
景
に
は
、
単
な
る
御
家
人
の
権
益
保
護
の
み
で
は
な
く
、
地

頭
請
所
を
荘
園
制
を
維
持
す
る
回
路
の
一
つ
と
し
て
幕
府
が
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

（
（（
）　

稲
垣
泰
彦
「
春
近
領
に
つ
い
て
」（
同
『
日
本
中
世
社
会
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

八
一
年
、
初
出
一
九
七
一
年
）、
石
井
進
「
中
世
国
衙
領
支
配
の
構
造
」（
註
（
3（
）
石
井
著
書
、

初
出
一
九
七
三
年
）、
註
（
（（
）
石
井
論
文
な
ど
。
春
近
領
を
、
幕
府
が
所
務
を
請
け
負
う
国

衙
領
と
す
る
見
解
も
出
さ
れ
て
い
る
が
（
註
（
（
）
高
橋
裕
次
論
文
）、【
史
料
（
】
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
、
幕
府
が
年
貢
額
を
決
定
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
幕
府
有
力
御
家
人
が
春
近
領
の
預

所
で
あ
っ
た
徴
証
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、関
東
御
領
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、【
史
料
（
】
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
に
よ
っ
て
、『
鎌
倉
遺
文
』
の
翻
刻

に
補
訂
を
加
え
て
い
る
。
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（
埼
玉
大
学
教
育
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
二
二
年
一
一
月
二
一
日
受
付
、
二
〇
二
三
年
三
月
三
一
日
審
査
終
了
）

〈
付
記
〉

　

本
論
文
は
、
平
成
二
一
～
平
成
二
四
年
度
J

S

P

S

科
研
費
若
手
研
究
（
B
）（
課

題
番
号
二
一
七
二
〇
二
二
三
）
お
よ
び
基
盤
研
究
C
（
課
題
番
号
二
一
K
〇
〇
八
四

七
）
に
よ
る
研
究
成
果
で
あ
る
。
ま
た
、
貴
重
な
指
摘
を
し
て
下
さ
っ
た
査
読
者
に

お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
、
初
校
段
階
で
、
長
又
高
夫
氏
が
、「
新
編
追
加
」

延
応
元
年
五
月
一
日
関
東
御
教
書
写
（『
鎌
倉
遺
文
』
八
―
五
二
四
六
号
、
本
稿
の

註
（
（1
））
に
つ
い
て
、
本
稿
と
関
連
す
る
検
討
・
評
価
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に
気

づ
い
た
（「
寛
喜
飢
饉
時
の
北
条
泰
時
の
撫
民
政
策
」〈
同
『
御
成
敗
式
目
編
纂
の
基

礎
的
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
七
年
、
初
出
二
〇
一
三
年
〉）。
長
又
氏
に
は
、
先

行
研
究
の
見
落
と
し
を
衷
心
か
ら
お
詫
び
す
る
と
と
も
に
、
読
者
各
位
に
は
あ
わ
せ

て
参
照
を
お
願
い
し
た
い
。

（
（0
）　

註
（
（
）
佐
々
木
論
文
、
註
（
（
）
佐
々
木
論
文
。
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［鎌倉幕府の地頭請所政策と荘園制］……清水 亮

表　鎌倉時代の地頭請所関係事例

№ 西暦 年月日（原則は初見） 主な上級領主 所領名 地頭 請所区分 主要典拠 地域区分 備考

1 11（（ 文治 2・（・2（ 以前 新日吉社 武蔵国河越荘 河越重頼子息（後家
尼が後見か） 関東口入請所『鏡』文治 2・（・2（ 「東国」

2 11（（ 文治 （ 鹿島社 常陸国行方郡加納
一分相賀郷 行方氏 関東口入請所 イ 30-231（（ 「東国」

3 11（（ 文治 （ 鹿島社 常陸国行方郡加納
四六村 行方氏 関東口入請所 イ 30-231（（・31-23（2（ 「東国」

（ 11（（ 文治年間 東寺 摂津国垂水荘 （下司）日下部氏な
ど 関東口入請所 イ 3-1（（（・33-2（3（（・

3（-30（（2 「西国」 参考／関東口入の下司。

（ 11（2 建久 3・（・21 国衙 上総国武射北郷 土屋義清→安達景盛
『新横須賀市史　資料編
古代中世補遺』2（2（・
2（2（

「東国」 見作田不足でも年貢を納入。

（ 11（2 建久 3・12・20 円満院 相模国吉田荘 渋谷輩 関東口入請所『鏡』建久 3・12・20 「東国」 幕府が「東国」地頭の請所年貢納入の実務を行う。

（ 11（（ 源頼朝・北条政子活動期。
鎌倉幕府（知
行国主） 相模国二宮 堺氏 関東口入請所 イ 2（-1（310 「東国」

（ 120（ 建永年間
金剛心院（本
所）・一条家
（領家）

越後国小泉荘 小泉氏・色部氏 私請所 イ 22-1（（21 「東国」

越後城氏の反乱の戦後処理による請
所契約か。／ 20年を超えた請所は改
帯しない趣旨の幕府法適用事例（イ
13-1023（）。

（ 120（ 承元 2・12・1（ 以前
国衙（寛喜 3
年以降は宗像
社）

筑前国東郷内曲村 中原季時 私請所 イ （-（121・（3（（ 「鎮西」
承久の乱以降は宗像社自体が関東御
領。／寛喜の飢饉の影響下での地頭
と本所の争い

10 121（ 建保 （・11・11 以前 八条院 下総国下河辺荘 下河辺氏→北条氏（金
沢氏） イ （-2（0（ 「東国」

11 1220 承久 2・（・（ 主殿寮 近江国押立保 平時基 私請所 イ （-2（00・2（0（ 「西国」 地頭請所請文の初見。

12 1220（承久 2）・10・（ 以前 九条家 下総国三崎荘 千葉氏 イ （-2（（（・10-（2（0 「東国」

13 1220 承久 2年以前 後鳥羽院 上総国橘（木）荘 北条義時か イ 3-1（20・（-2（32 「東国」
1（ 1220 承久 2年以前 宣陽門院 上総国玉崎荘 千葉氏 イ （-2（32 「東国」

1（ 1220 承久 2年以前 天台末寺（延
暦寺末寺ヵ） 上総国中禅寺 イ （-2（32 「東国」

1（ 1220 承久 2年以前 近衛家 上総国菅生荘 イ （-2（32 「東国」「関東知行」とされる。

1（ 1221 承久 3・（・3以前 近衛家・国衙 島津荘薩摩方谷山
郡

惣地頭島津氏・郡司
（小地頭）谷山氏

私請所（関東
口入請所に準
ずる）

イ 2（-20（（（ 「鎮西」 参考事例／六波羅の国司への推挙による請所

1（ 1221 承久の乱以後 東寺 丹波国大山荘 中沢氏 私請所 イ 13-（（13・21-1（（1（・
2（-1（（（2 「西国」

20 年を超えた請所は改帯しない趣旨
の幕府法適用事例（イ 13-1023（）。
／仁治 2年地頭請所成立か

1（ 1221 承久・貞応頃 国衙 備中国上原郷（原
郷） 杉本氏→東福寺 関東口入請所

『図書寮叢刊　九条家文
書六』1（3（（正安 1・12・
23 六波羅下知状案）・
1（3（（〈正安 1・〉12・2（
宗像長氏書状）

「西国」

20 1222 貞応 1・（・2（ 諸国 『中世法制史料集　第 1
巻』第 2部追加法 （ 諸国

承久新補地頭のなかで「指したる請
所」（特別な請所）でない場合，勝手
に預所・郷司を追い出すことを禁じ
る。

21 1222 貞応 1・（・13 高野山 紀伊国南部荘 佐原家連→二階堂氏・
名越氏 私請所 イ （-2（（（・（-（（（（ など 「西国」 幕府が年貢請料決定に関与。

22 1223 貞応 2・（ 東大寺 美濃国茜部荘 長井氏 私請所 イ （-31（3・イ 1（-1331（
など 「西国」

承久没収地の地頭であろう。／「寛喜
以後請所は相違あるべからず」とい
う「関東御事書」（イ1（-1331（）と 20
年を超えた請所は改帯しない趣旨の
幕府法適用事例（イ 13-1023（）。

23 122（ 嘉禄 2・（・23 伊勢神宮 上野国高山御厨 小林氏・高山氏 関東口入請所『鏡』嘉禄 2・（・23 「東国」

2（ 1230 1220 年代～ 30 年頃 国衙領 上総国市原東・西
郡 千葉常秀

『千葉県の歴史　資料編
中世（　県外文書1』「中
右記紙背文書」3（p（2（
～ （33）／イ （-3（（2

「東国」

2（ 1231 寛喜 3以前
石清水八幡宮
（本所）・鎌倉
幕府（領家）

筑前国野坂荘 イ （-（（12 「鎮西」 寛喜の飢饉の影響下での地頭と本所の争い。

2（ 1232 貞永 1・（・21 鶴岡八幡宮 武蔵国熊谷郷内熊
谷直国跡（恒正名）熊谷直時 私請所か イ （-（3（3・（（00 「東国」 寛喜の飢饉の影響下での地頭請所成立。

2（ 1232 貞永 1・（・2（ 以前 石清水八幡宮 出雲国横田荘 三処氏 私請所 イ 1（-111（（ 「西国」 寛喜の飢饉の影響下での地頭解除。

2（ 1232 貞永 1・（・11 鎌倉幕府 肥後国永吉荘 平河氏 私請所 イ 20-1（（（（・イ 3（-
2（2（（ 「鎮西」 寛喜の飢饉の影響下での地頭請所成立。

2（ 123（ 延応 1・3・2（ 国衙 陸奥国岩楯村 北条泰時（地頭代曾
我氏） 私請所 『青森県史　資料編中世

1　南部氏関係資料』3 「東国」
参考事例／寛喜の飢饉の影響下での
地頭代請所成立。

30 123（ 延応 1・3・2（ 国衙 陸奥国平賀郡大平
賀村

北条得宗家（地頭代
曾我氏） 私請所 『青森県史　資料編中世

１ 南部氏関係資料』（1（ 「東国」

参考事例／承久 （年・貞応 2年にも
請所の徴証あり（『青森県史　資料編　
中世 1　南部氏関係資料』1・（23）／
寛喜の飢饉の影響下での地頭代請所
成立。
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№ 西暦 年月日（原則は初見） 主な上級領主 所領名 地頭 請所区分 主要典拠 地域区分 備考

31 123（ 延応 1・（・（ 鎌倉幕府（知
行国主） 武蔵国内地頭請所 『鏡』延応 1・（・（ 「東国」 地頭請所の年貢納入方法を幕府が指示。

32 123（ 延応 1・（・2（ 東福寺 越中国川口保 私請所 『鏡』延応 1・（・2（，
イ 10-（2（0 「東国」 九条家からの地頭請所契約の連絡を鎌倉幕府が受け，返事を送る。

33 123（ 延応 1・（・2（ 東福寺 越中国曾禰保 私請所 『鏡』延応 1・（・2（，
イ 10-（2（0 「東国」 九条家からの地頭請所契約の連絡を鎌倉幕府が受け，返事を送る。

3（ 123（ 延応 1・（・2（ 東福寺 越中国八代保 私請所 『鏡』延応 1・（・2（，
イ 10-（2（0 「東国」 九条家からの地頭請所契約の連絡を鎌倉幕府が受け，返事を送る。

3（ 123（ 延応 1・（・2（ 東福寺 越中国東条保 私請所 『鏡』延応 1・（・2（，
イ 10-（2（0 「東国」 九条家からの地頭請所契約の連絡を鎌倉幕府が受け，返事を送る。

3（ 123（ 1230 年代 長講堂 尾張国篠木荘 北条得宗家→円覚寺 イ 2（-1（（12・1（303 「西国」 寛喜の飢饉の影響下での地頭請所成立か。

3（ 12（0 仁治 1・10・10 以前 近衛家 越後国奥山荘 高井時茂（三浦和田
氏）

私請所／和与
裁許

イ （-（（2（・（-（3（（・2（-
220（（ 「東国」 越後城氏の反乱の戦後処理による請所契約か。

3（ 12（1 仁治 2・（・3以前
宗像大宮司家
（宗像社は関
東御領）

宗像社領筑前国曲
村 狩野為佐か 私請所 イ （-（（（（ 「鎮西」 地頭請所停廃後の再設定（イ（-（3（（）。

3（ 12（（ 寛元 2・10 鶴岡八幡宮 相模国岡津郷 甲斐（狩野）為成 私請所 イ 1（-10（（（・10（（（ 「東国」
（0 12（0 建長 2・11 以前 九条家 常陸国小栗御厨 小栗氏 イ 10-（2（0 「東国」

（1 12（0 建長 2・11 以前 九条家 武蔵国稲毛荘 西党稲毛氏・江戸氏
など イ 10-（2（0 「東国」

（2 12（0 建長 2・11 以前 九条家 常陸国小鶴南荘 宍戸氏 私請所

イ 10-（2（0・『 図 書 寮
叢刊　九条家文書五』
1（（（（ 康 永 3・12・2（
足利直義下知状）

「東国」
南北朝期，年貢未納を九条家が訴え
るが，地頭宍戸氏が勝訴（年貢納入
の実績が認められる）。

（3 12（0 建長 2・11 以前 九条家 伊豆国井田荘 イ 10-（2（0 「東国」
（（ 12（0 建長 2・11 以前 九条家 三河国吉良西荘 吉良氏か イ 10-（2（0 「東国」
（（ 12（0 建長 2・11 以前 九条家 肥後国守富荘 木原氏→北条得宗家 イ 10-（2（0 「鎮西」
（（ 12（0 建長 2・11 以前 九条家 武蔵国船木田本荘 長井氏 イ 10-（2（0 「東国」
（（ 12（0 建長 2・11 以前 九条家 武蔵国船木田新荘 天野氏・平山氏 イ 10-（2（0 「東国」
（（ 12（3 建長 （・10・21 以前 近衛家 出羽国寒河江荘 長井氏 イ 10-（（31 「東国」
（（ 12（3 建長 （・10・21 以前 近衛家 陸奥国栗原荘 イ 10-（（31 「東国」
（0 12（3 建長 （・10・21 以前 近衛家 摂津国椋橋西荘 イ 10-（（31 「西国」
（1 12（3 建長 （・10・21 以前 近衛家 摂津国多田荘 北条得宗家 イ 10-（（31 「西国」
（2 12（3 建長 （・10・21 以前 近衛家 近江国小椋荘 イ 10-（（31 「西国」
（3 12（3 建長 （・10・21 以前 近衛家 近江国大津御厨 イ 10-（（31 「西国」
（（ 12（3 建長 （・10・21 以前 近衛家 伊勢国栗真荘 北条氏か イ 10-（（31 「西国」
（（ 12（3 建長 （・10・21 以前 近衛家 尾張国堀尾荘 堀尾氏 イ 10-（（31 「西国」
（（ 12（3 建長 （・10・21 以前 近衛家 尾張国小弓荘 イ 10-（（31 「西国」
（（ 12（3 建長 （・10・21 以前 近衛家 紀伊国保田荘 保田氏 イ 10-（（31 「西国」
（（ 12（3 建長 （・10・21 以前 近衛家 紀伊国菅生荘 イ 10-（（31 「西国」 上総国菅生荘のことか。
（（ 12（3 建長 （・10・21 以前 近衛家 信濃国太田荘 島津氏 イ 10-（（31 「東国」
（0 12（3 建長 （・10・21 以前 近衛家 信濃国英多荘 イ 10-（（31 「東国」
（1 12（3 建長 （・10・21 以前 近衛家 相模国三崎荘 三浦氏 イ 10-（（31 「東国」
（2 12（3 建長 （・10・21 以前 近衛家 相模国波多野 北条氏か イ 10-（（31 「東国」
（3 12（3 建長 （・10・21 以前 近衛家 甲斐国小笠原 小笠原氏 イ 10-（（31 「東国」
（（ 12（3 建長 （・10・21 以前 近衛家 甲斐国逸見荘 逸見氏 イ 10-（（31 「東国」
（（ 12（3 建長 （・10・21 以前 近衛家 陸奥国蜷河荘 イ 10-（（31 「東国」

（（ 12（3 建長 （・10・21 以前 近衛家 越前国宇坂荘 イ 10-（（31 「西国」 承久の乱を契機とするか（高橋一樹200（）
（（ 12（3 建長 （・10・21 以前 近衛家 長門国牛牧荘 イ 10-（（31 「西国」

（（ 12（（ 正嘉 2・（ 国衙 薩摩国入来院半分 渋谷氏 私請所 イ 11-（2（（ 「鎮西」 正嘉の飢饉の影響下での地頭請所成立か。

（（ 12（3 弘長 3 円満院門跡 紀伊国阿弖河荘 湯浅氏 私請所 イ 13-（（2（・1（-123（2・
1（-12（20 「西国」

「関東御口入にあらざるといえども，
年序を経る地頭請所，改めらるべか
らず」という趣旨の傍例が地頭側か
ら提示される（イ 1（-12（20）。

（0 12（（ 文永 3年以前か 東大寺 大和国赤尾荘下司
職 私請所か イ 1（-1331（・13（02・

13（（2 「西国」 参考／幕府口入の下司。

（1 12（（ 文永 （・（・2（ 諸国 イ 13-1023（ 諸国 文永 （年か。

（2 12（（ 建治 3・（ 東大寺（知行
国主）

周防国都濃郡切山
保 不明 イ 1（-12（（（ 「西国」

（3 12（（ 弘安 1・10・2 殿下渡領 近江国大与度荘 安達泰盛 私請所

イ 2（-221（（・『史料纂集　
勘仲記　第二』弘安 1・
10・2（p12），弘安 2・2・
2（p（（）

「西国」

（（ 12（（ 弘安 1・12・（ 以前 伊勢神宮 上野国園田御厨広
沢郷 園田氏 私請所か イ 1（-1331（・13（02・

13（（2 「東国」

（（ 12（（ 弘安 1・12・（ 以前 伊勢神宮 尾張国箆生御厨 私請所か イ 1（-1331（ 「西国」「寛喜以前往古請所」「寛喜以後請所」の先例。

（（ 12（（ 弘安 1・12・（ 以前 丹後国波見・同田
辺両郷 私請所か イ 1（-1331（ 「西国」「寛喜以前往古請所」「寛喜以後請所」の先例。

表　鎌倉時代の地頭請所関係事例（つづき）
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表　鎌倉時代の地頭請所関係事例（つづき）

№ 西暦 年月日（原則は初見） 主な上級領主 所領名 地頭 請所区分 主要典拠 地域区分 備考

（（ 12（0 弘安 3年以前 聖護院か 丹後国大石荘 関東口入請所 イ 1（-13（31 「西国」 源頼朝の口入によるか。

（（ 12（（ 弘安 （・（・20 関東御領（おそら
く御家人領） イ 20-1（200 諸国 参考／御家人所領の請所権や買得な

どの禁止。

（（ 12（（ 永仁 3年 鎌倉幕府 信濃国近符・伊那
春近 不明 関東口入請所

（関東御領） イ 2（-20（2（ 「東国」「撫民」を目的とした地頭請所。

（0 12（（ 永仁 （・（・1 諸国 『中世法制史料集　第 1
巻』第 2部追加法 （（0 諸国 永仁の徳政令から地頭請所を対象外

とすることを定める。
（1 12（（ 永仁 （・1・1（ 九条家 摂津国輪田荘西方 佐久間長盛息女 和与裁許 イ 2（-1（（（0 「西国」
（2 12（（ 永仁 （・（ 石清水八幡宮 丹後国永富保 左衛門尉経忠 私請所（和与）イ 2（-1（（（（ 「西国」

（3 12（（ 永仁 （ 最勝光院 備前国福岡荘内吉
井村 吉井氏 イ 3（-2（0（（ 「西国」

（（ 12（（ 永仁 （・2 諸国 『中世法制史料集　第 1
巻』第 2部追加法 （（3 諸国 幕府の請所保護政策の後退。

（（ 1300 正安 2・11・（ 鎌倉幕府 信濃国奥春近領志
久見郷 中野氏 関東口入請所

（関東御領） イ 2（-20（2（ 「東国」「撫民」を目的とした地頭請所。

（（ 1302 正安 （・10・20 近衛家 島津荘薩摩方谷山
郡

惣地頭島津氏・郡司
（小地頭）谷山氏 私請所 イ 3（-2（2（（ 「鎮西」 参考／惣地頭所務の小地頭請。

（（ 1303 正安 （・3・2（ 近衛家 島津荘薩摩方谷山
郡

惣地頭島津氏・郡司
（小地頭）谷山氏 私請所 イ 2（-21300 「鎮西」 参考／惣地頭所務の小地頭請。

（（ 1303 嘉元 1・（ 春日社 播磨国久留美荘跡
部村 藤原秀綱 私請所（和与）イ 2（-21（（（ 「西国」

（（ 130（ 嘉元 3・（以前 殿下渡領 甲斐国布施荘 イ 2（-221（（ 「東国」
（0 130（ 嘉元 （・（・12 以前 歓喜光院 加賀国倉月荘 津隼人（摂津氏） イ 2（-22（（1 「西国」
（1 130（ 嘉元 （・（・12 以前 安楽寿院 下野国足利荘 足利氏 イ 2（-22（（1 「東国」
（2 130（ 嘉元 （・（・12 以前 安楽寿院 上野国土井出荘 不明 イ 2（-22（（1 「東国」
（3 130（ 嘉元 （・（・12 以前 庁分 美濃国多芸荘 イ 2（-22（（1 「西国」
（（ 130（ 嘉元 （・（・12 以前 安楽寿院 但馬国水谷社 水谷氏か イ 2（-22（（1 「西国」
（（ 130（ 嘉元 （・（・12 以前 庁分 下総国千葉荘 千葉氏 イ 2（-22（（1 「東国」
（（ 130（ 嘉元 （・（・12 以前 室町院 （河内国）寺嶋 不明 イ 2（-22（（1 「西国」 参考／地頭請所か否か要検討。

（（ 130（ 徳治 2・（・13
石清水八幡宮
（本所）・鎌倉
幕府（領家）

陸奥国好嶋西荘内
東目村 岩城隆衡 私請所（和与）『史料纂集　飯野八幡宮文書』12 号 「東国」

（（ 130（ 延慶 1・12・1（ 千光寺 備後国地毗荘本郷 山内首藤氏 和与裁許 イ 31-23（（2B・23（（0 「西国」

（（ 131（ 正和 （・（・2（ 以前 宣仁門院→一
音院（九条家）甲斐国志摩荘 イ 3（-2（（（（ 「東国」 建久 （年（11（（）の段階では松尾社が荘園領主権を保持（イ 2-（（（）。

100 131（ 文保 2・（・2（ 歓喜寿院 紀伊国富安荘 地頭代頼行 和与裁許 イ 3（-2（（（（ 「西国」

101 131（ 元応 1・12・2（ 禅林寺（・鎌倉
幕府） 淡路国由良荘 （雑掌）大和民部大夫・

地頭木内氏 和与裁許 イ 3（-2（3（（・2（3（（ 「西国」 地頭所務の領家請所（高橋一樹 200（）

102 1322 元亨 2・1・12 諸国 『中世法制史料集　第 1
巻』第 2部追加法 （1（ 諸国 国衙領興行を前提とした地頭請所維

持の法。

103 1322 元亨 2・10 以前 東大寺 播磨国大部荘坂部
村 中条刑部少輔 イ 3（-2（212 「西国」

10（ 132（ 正中 2・3以前 最勝光院 信濃国塩田荘 武蔵左近大夫将監
（塩田北条氏） イ 3（-2（0（（ 「東国」

10（ 132（ 嘉暦 1・11・12 以前 最勝光院 越前国志比荘 波多野通貞 私請所 イ 3（-2（（（2 「西国」 朝廷が地頭請所に年貢納入機能を依存（高橋一樹 200（）
10（ 132（ 嘉暦 2・（・1（ 近衛家 尾張国富田荘 北条氏・円覚寺 私請所 イ 3（-2（（（（ 「西国」
10（ 132（ 嘉暦 2・（・2（ 東寺 安芸国三田郷 市川又五郎入道行心 和与裁許 イ 3（-2（（（（・2（（（（ 「西国」

10（ 132（ 嘉暦 3・2・（以前 安楽寿院
越前国小山荘内領
家方本木・穴間以
下

藤原知綱 私請所 イ 3（-3013（ 「西国」

10（ 1331 元徳 3・12・2（ 東寺 遠江国原田荘細谷
郷 原忠益 和与裁許 イ （0-31（（2・31（（（ 「東国」

110 1332 正慶 1・（以前 臨川寺 美濃国南宮社 宇都宮氏 イ （1-31（（1 「西国」

111 1332 正慶 1・（以前 臨川寺 美濃国高田勅旨 土岐伯耆入道・同一
族 イ （1-31（（1 「西国」

112 1332 正慶 1・（以前 臨川寺 加賀国富永御厨 足立氏・諏訪氏 イ （1-31（（1 「西国」

113 1333 元弘 3・12・2（ 仁和寺 越中国石黒荘広瀬
郷山本村 藤原定頼 私請所（和与）イ （2-32（（3 「東国」

11（ 1333 元弘 3以前 蓮華王院 肥後国人吉荘経
徳・常楽・松延名 相良氏（長氏・頼広）私請所 『大日本古文書　相良家

文書』（1 号 「鎮西」

イ…『鎌倉遺文』／『鏡』…『吾妻鏡』／高橋一樹 200（ …註（11）高橋一樹「荘園制の変質と公武権力」
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policy of Jito-ukesho other than Kanto-kunyu-ukesho (a kind of Jito-ukesho which was established 

as a result of Kamakura Shogunate’s request to the superior lords of manors and public lands to es-

tablish ukesho), but it did not mean that it backed away from the protection policy of private ukesho 

without any premise. In the Kanto-goryo (Kamakura Shogunate’s private lands), the establishment of 

Jito-ukesho with the policy of saving the people was continued. The Kamakura Shogunate consistently 

positioned Jito-ukesho as an intermediary to maintain the manor system.

Keywords: Jito-ukesho, Civil War, Famine, saving the people, manor system
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Jito–ukesho Policy of the Kamakura Shogunate and the Manor Sysytem 

SHIMIZU Ryo

In this paper, I examine the development of the Kamakura Shogunate’s policy of Jito-ukesho in 

relation to the manor system from a diachronic perspective. Jito-ukesho was a form of land control and 

nengu (land tax) payment system in which a Jito (land steward) appointed by the Kamakura Shogu-

nate undertook payment of a certain amount of nengu and was entrusted with local control by a supe-

rior lord.

The Shogunate’s policy of Jito-ukesho in the early Kamakura period was developed as part of the 

regional reconstruction from the Jisho-Juei Civil War (as well as the political strife in the same period) 

and the reconstruction of the manor system. Here I made it clear that in eastern Japan, where the 

Kamakura Shogunate had special control, land development (and redevelopment) by Jito was imple-

mented as a Shogunate’s policy, and as part of this, many Jito-ukesho were established in these areas. 

In addition, I argued that urban lords also sensed that Jito-ukesho would lead to the reconstruction of 

the manor system and made private ukesho contracts (contracts of delegation) with Jito.

The next phase of the Kamakura Shogunate’s Jito-ukesho policy developed in the 1230s, when the 

Kangi Famine affected Japan.

  During this period, the Shogunate’s policy of restoring regions and nengu system from the great 

disaster of the Kangi Famine by making Jito and Jito-dai (deputy Jito) responsible for the payment 

of nengu appeared in the form of development of Jito-ukesho in the direct control territories and the 

Hojo clan’s territories. Furthermore, in the latter half of the 13th century, the Shogunate took a policy 

of broadly protecting Jito-ukesho by the Shogunate law, which protected the Jito-ukesho controlled by 

a lord for 20 years (Under the Chigyo Nenkiho, the legal principle for the statute of limitations on land 

in possession, if a territory had been effectively controlled for 20 years, the control was considered 

legitimate regardless of the circumstances.) and the Jito-ukesho established “since Kangi era”. After 

clarifying these facts, I argued that the series of policies of the Shogunate aimed to maintain the whole 

manor system by extending the policy of saving the people and maintaining the nengu system in the 

direct control territories and the Hojo clan’s territories through the establishment of Jito-ukesho to 

the territories of other urban lords.

　After the end of the 13th century, the Kamakura Shogunate backed away from the protection 




